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はじめに（方法書再実施の経緯） 

 

令和元年11月に本事業の事業者が、「株式会社そら’ｗ」から「合同会社ＦＳＰＳ八

風」へと変更となった。 

これに伴い、以下、大きく３点の見直しを行った。 

第一に、地域住民に対する事業説明会や地域住民との対話をして行く中で、本事業の計

画地西側の水源地上流域は、計画地から外してほしいとのご要望をいただいた。また、配

慮書における佐久市長意見及び長野県知事意見においては、水源地に対する水質や水象へ

の影響を回避又は極力低減するようご指摘をいただいた。これを受けて、「株式会社そら’

ｗ」は、平成29年２月に提出した配慮書における本事業の計画地（約130ha）から、計

画地内西側の水源地である湧水地とその水源涵養域等を計画地から除外することとした。

その後もさらに、方法書における佐久市長意見においては、水源地が影響を受けた場合の

代替措置を求めるご指摘をいただくなど、水源地に近接する場所で事業を実施することへ

の懸念が示された。これを受けて、令和元年11月に事業を引き継いだ「合同会社ＦＳＰ

Ｓ八風」としては、平成29年10月に提出した方法書における本事業の計画地（約66ha）

から、計画地西側の水源地上流域約15haを除外することとした。 

第二に、前述のとおり水源地上流域約15㏊を除外したことに伴い、残置森林面積及び

パネル設置面積を補うため、計画地の北東及び南東に位置する既設の太陽光発電所（２ヶ

所）の周辺部約5.4㏊を新たに計画地に追加した。 

第三に、後述するが合同会社ＦＳＰＳ八風を全面的にバックアップする株式会社藤巻建

設は、計画地に隣接する形で既設の太陽光発電所２ヶ所・約3.6㏊をすでに運営していた。

本発電所はすでに運営されている発電所であり、別事業の扱いにはなるが、環境影響評価

の観点からは本事業と一体として評価するべきとの判断をし、既設の太陽光発電所も計画

地に含めることとした。 

これにより、計画地に追加した既設の太陽光発電所２か所・約3.6㏊及びその周辺部

約5.4haの約９haが新たに計画地となった。この結果、新たに計画地となる部分の面積

が修正前の計画地面積（平成29年10月に提出した方法書おける計画地面積約66ha）

の10％以上の増加となるため、長野県環境影響評価条例第23条の規定に基づき方法書の

再実施を行うこととなった。注） 

なお、今回提出する方法書（再実施）では、上述の対応以外にも、これまでに住民、佐

久市長及び長野県知事から頂いた配慮書及び方法書に対するご意見等を踏まえ、事業内容

の具体化、環境影響評価項目・手法の選定等を行ったものである。 

 

 
注）長野県環境影響評価条例第 23 条では、方法書の公告が行われてから評価書の公告・縦覧が行われるま

での間に方法書等における対象事業の目的及び内容に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該

修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、方法書の作成から環境影響評価

の手続きを経なければならないとされている。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、規則で定める

軽微な修正その他の規則で定める修正に該当する場合は、この限りではないとされている。ここで、規則

に定める軽微な修正等の要件としては、「新たに太陽光発電所敷地となる部分の面積が修正前の太陽光発

電所敷地の面積の 10％未満であり、かつ、10ha 未満であること」とされている。 

本事業では、方法書における対象事業の内容のうち、対象事業の規模（計画地面積）を修正するもの

であり、新たに太陽光発電所敷地となる部分の面積が修正前の面積の 10％以上となるため、同条例第 23

条の規定に基づき方法書の再実施を行うこととなった。 
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第１章 事業計画の概要 

１ 基本事項 

事業の名称 
ＦＳＰＳ 佐久市八風太陽光発電所事業 

（旧名称：長野県佐久市そら発電所（仮称）事業） 

事業者の 
名称等 

名称 合同会社ＦＳＰＳ八風 

代表者の氏名 一般社団法人長野地域エナジー 職務執行者 髙山 知也 

所在地 長野県飯山市大字飯山2652番地3 

事業の種類、規模 
電気工作物の建設－太陽光発電所 
（敷地面積：約58ha注）、発電容量：29.97MW） 
※対象事業の要件：敷地面積50ha以上の太陽光発電所の設置

事業実施区域の位置 長野県佐久市香坂字下岩合390他 
注）既設の太陽光発電所（２ヶ所：約3.6ha）を含む敷地面積である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・佐久市北東部の山間地域に位置し、

上信越自動車道の佐久ＩＣから東

南東に約６km、佐久市役所から東

北東に約７km に位置する。 

・計画地の南側を上信越自動車道並び

に県道 138 号香坂中込線が通る。

・また、計画地の南側には信濃川水系

である香坂川が西流しており、その

下流には農地防災ダムとして香坂

ダムが位置する。 

・計画地内南東側には、軽井沢町方面

へ向かう佐久市道が通る。 

・計画地西側に近接して水道水源（東

地水源：湧水及び深井戸）が位置す

る。 

・計画地の南側を上信越自動車道並び

に県道 138 号香坂中込線が通って

おり、県道沿いには東地地区、西地

地区の民家等が位置している。 
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２ 目的及び必要性 

・合同会社ＦＳＰＳ八風は、「ＦＳＰＳ佐久市八風太陽光発電所」の建設・運営のための特

別目的会社として設立された。合同会社ＦＳＰＳ八風の拠出者は、一般社団法人長野地

域エナジーであり、同社は、再生可能エネルギーに特化した企業として株式会社藤巻建

設により設立された。 

・株式会社藤巻建設及びグループ会社は、長野県内を中心に総発電出力約 13MW の太陽光

発電事業の実績があり、太陽光発電事業のほかに水力発電事業にも注力している。 

・また、当社は、長野県 SDGs 推進企業登録制度の第一期に登録し、再生可能エネルギー

事業だけでなく、本業である土木事業においても、自然環境に配慮した事業計画や、土木

事業の ICT 化を進めるなど、持続可能な社会の実現に向けてグループ全体で取り組んで

いる。 

・メガソーラー発電所の設置場所は、長野県佐久市香坂の北東側、上信越自動車道の北側に

位置し、緩やかな南向きの斜面を有し、その南側には建造物等がなく、近隣に民家も少な

い場所である。また、この地域は、国内有数の日照率を有し、雪も少ない地域であり、太

陽光発電所の設置場所として適した場所である。 

・本事業は、再生可能エネルギーのひとつであり、枯渇することのない太陽光エネルギーを

使い、二酸化炭素を発生しない環境にも優しいクリーンなエネルギーを作り出す環境事業

となる。また、地域とのコミュニケーションを十分に図り、事業者のみならず、地域全体

で発電所の運営に関わる体制を作ることで、将来にわたり安全で永続的な地域の電源とな

る社会事業ともなる。 

・以上のような事業方針や地域特性を踏まえ、国や長野県、佐久市が推進する次世代エネル

ギー対策に基づき、国内及び地域における温室効果ガスの排出削減やエネルギー自給率の

向上等に寄与することを目的とし、自然環境に十分配慮しながら、低炭素な国産エネル

ギーを生産するメガソーラー発電所を整備するものである。 
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３ 実施予定期間 

・環境影響評価手続及び林地開発許可手続を令和４年度までに行う予定であり、それらの手続

が終了した後、造成工事、電気工事等を約２年行う予定である。 

・その後、発電を開始する予定であり、FIT 制度を活用し、発電した電力を中部電力株式会社

に販売する予定である。 

・また、制度活用終了後も地域・地権者との合意などの条件が整えば発電事業は継続し、発電

した電気は中部電力株式会社に販売する予定である。発電事業を終了する場合は、太陽光パ

ネル等を撤去した後、地域性樹種を用いて植林し、山林に戻す予定である。 

 

項 目 
平成 

28年度

平成 

29年度 

平成 

30年度

平成31 /

令和1年度

令和 

2年度 

令和 

3年度 

令和 

4年度 

令和 

5年度 

令和 

6年度 

環境影響評価
手続 

         

林地開発許可
手続 

         

造成工事、電気
工事等 

         

運用開始          

注）本事業では、計画地西側の約 12km 地点にある電力会社の鉄塔付近まで送電線（地下埋設）で送電するため、送電線

（地下埋設）工事を行う。当該工事は、道路占用及び一部河川占用（橋梁渡河部２箇所）の許可手続を経て行うが、

許可手続期間と工事期間は、林地開発許可手続と造成工事、電気工事等の期間と同様の期間を予定している。 

 

４ 方法書作成までの経緯 

４.1 配慮書手続の概要 

計画段階環境配慮書（以下「配慮書」という。）の手続の概要は、下表に示すとおりで

ある。なお、配慮書に対する住民等（環境の保全の見地からの意見を有する者）からの意

見の件数は３件であった。 

 

項 目 内 容 

公 告 日 平成29年２月１日（水） 

縦 覧 期 間 平成29年２月１日（水）～２月28日（火） 

縦 覧 場 所 長野県環境部環境政策課、長野県佐久地方事務所環境課、 

佐久市環境部環境政策課 

意 見 募 集 期 間 平成29年２月１日（水）～２月28日（火） 

意 見 提 出 先 株式会社そら’ｗ 

意見書の提出件数 ３件（22項目） 

技 術 委 員 会 平成29年２月16日（木）、平成29年３月17日（金） 

佐 久 市 長 意 見 平成29年３月15日（水） 

長 野 県 知 事 意 見 平成29年３月31日（金） 
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４.2 配慮書に対する知事等の意見と事業者の見解 

ここでは、配慮書に対する長野県知事の意見と事業者の見解を示す。 

 

配慮書に対する知事の意見と事業者の見解(1) 

方法書 
区分 

知事の意見 事業者の見解 

全 般 
 

１ 事業実施想定区域は、近隣に国定公園が
存在するなど自然が豊かで清浄な環境の
保たれた地域であることに加え、土砂災害
の発生が懸念される場所であること及び
高速道路における長野県の玄関口に当た
る場所であることに十分配慮し、環境への
影響を回避又は極力低減するよう、対象事
業実施区域の設定や太陽光パネルの配置
等を検討すること。また、それらの検討の
経緯及び内容については、環境影響評価方
法書（以下｢方法書｣という。）以降の図書
に適切に記載すること。 

 
２ 上記により検討した結果、現在想定して

いる事業規模では、環境への影響を回避又
は十分に低減できないと判断される場合
は、事業実施区域の縮小や発電容量の削減
を含む事業計画の見直しを行うこと。 

ご指摘の事項に関しては、十分
理解しています。 

したがって、今後の現地調査や
環境影響評価の内容、住民や知事
等の意見を踏まえて、より環境に
配慮した計画となるよう事業計画
の再検討を含め検討してまいりま
す。 

また、その検討の経緯及びその
内容に関しては、方法書以降の図
書に記載してまいります。 

なお、方法書においては、配慮
書における検討結果や知事意見等
を踏まえ、事業内容（造成範囲、
パネル配置等）の具体化を図りま
した。その内容は、「4.３方法書
までの事業内容の具体化の過程に
おける環境保全に係る検討の経
緯」に記載しました。 

３ 事業実施想定区域の周辺には、既設の太
陽光発電所が複数存在しており、本事業と
の複合的な環境影響が想定されるため、既
設発電所や他事業者による今後の設置計
画の有無等について情報収集に努めるこ
と。また、方法書以降の手続において、そ
れらの影響も含めた複合的・累積的な環境
影響に留意して、適切に調査、予測及び評
価を行うこと。 

計画地（事業実施区域）の周辺
に、既設の太陽光発電所が複数存
在していることは把握していま
す。 

このため、本事業との複合的な
環境影響の有無をはじめ、既設発
電所や他事業者による今後の設置
計画の有無等について情報収集を
行います。また、方法書以降の手
続において、それらの影響も含め
た複合的・累積的な環境影響に留
意して、適切に調査、予測及び評
価を行ってまいります。 

４ 環境保全措置の検討に当たっては、環境
影響の回避・低減を優先的に検討し、代償
措置を優先することがないようにするこ
と。また、自社の既設の太陽光発電所にお
ける知見等を積極的に活用し、適切な環境
保全措置を検討すること。 

環境保全措置の検討に当たって
は、環境影響の回避・低減を優先
的に検討し、代償措置を優先する
ことがないようにします。また、
自社の既設の太陽光発電所におけ
る知見等を積極的に活用し、適切
な環境保全措置を検討してまいり
ます。 
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配慮書に対する知事の意見と事業者の見解(2) 

方法書 
区分 

知事の意見 事業者の見解 

全 般 
(つづき) 

５ 方法書以降の図書において、事業終了後
の土地利用計画を可能な限り詳細に示す
こと。 

本事業では、地域・地権者との
合意などの条件が整えば発電事業
は継続して行う計画としており、
現在のところ施設の撤去について
は想定していないことから、方法
書では事業終了後の土地利用計画
を示していません。 

なお、発電事業終了後に太陽光
パネル等の施設を撤去する際に
は、将来存在している水象、地形・
地質、生態系、景観等に配慮しつ
つ、関係する法令基準等も踏まえ
ながら、環境の回復を図っていき
ます。 

６ 事業計画の検討に当たっては、住民、市
町村から寄せられた意見等に十分配慮す
るとともに、条例で定める手続以外にも説
明会を開催するなど積極的な情報公開に
努め、住民への説明を十分に行うこと。 

事業計画の検討にあたっては、
住民、関係市（佐久市）から寄せ
られた意見等に十分配慮するとと
もに、必要に応じて、条例で定め
る手続以外にも説明会を開催する
など積極的な情報公開に努め、住
民への説明を十分に行うこととし
ます。 

水質、水象 
 

７ 事業実施想定区域及びその周辺区域に
は、水道水源、湧水、沢及び用水路が存在
しているため、太陽光パネルの配置等の検
討に当たっては、雨水の流出量や浸透・涵
養量の変化について適切に調査、予測及び
評価を行い、その結果を踏まえ、水質や水
象への影響を回避又は極力低減すること。

計画地及びその周辺には、水道
水源、湧水、沢及び用水路が存在
していることは把握しています。
このため、方法書段階の事業計画
では、水道水源（湧水・深井戸）
及び水道水源（湧水）の涵養域は
計画地内範囲に含めないことと
し、計画地内を流下する主要な沢
筋は存置する方針としました。 

今後、太陽光パネルの配置等の
詳細検討にあたっては、雨水の流
出量や浸透・涵養量の変化につい
て適切に調査、予測及び評価を行
い、その結果を踏まえ、水質や水
象への影響を回避又は極力低減す
ることとします。 

地形・地質 ８ 事業実施想定区域及びその周辺区域に
は、土石流危険渓流、土砂災害警戒区域及
び土砂災害特別警戒区域が存在するなど
土砂災害の発生が懸念される場所である
ため、太陽光パネルの配置等の検討に当
たっては、土地の安定性について適切に調
査、予測及び評価を行い、その結果を踏ま
え、土砂流出の可能性の高い箇所の改変を
回避するとともに、土地の改変量を極力低
減すること。 

計画地及びその周辺には、土石
流危険渓流、土砂災害警戒区域及
び土砂災害特別警戒区域が存在す
るなど土砂災害の発生が懸念され
る場所が存在することは認識して
います。このため、方法書段階の
事業計画では、計画地内に指定さ
れている土石流警戒区域等の区域
を造成範囲から外す方針としまし
た。 

今後、太陽光パネルの配置等の
詳細検討にあたっては、土地の安
定性について適切に調査、予測及
び評価を行い、その結果を踏まえ、
土地の安定性への影響を回避又は
極力低減することとします。 
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配慮書に対する知事の意見と事業者の見解(3) 

方法書 
区分 

知事の意見 事業者の見解 

植物、動
物、生態系 

９ 事業実施想定区域及びその周辺区域に
は、国内で数カ所のエリアでのみ分布して
いるヤエガワカンバ、クロビイタヤ、オニ
ヒョウタンボク、ミヤマウラジロが生育し
ている可能性があるため、このエリアにお
けるこれらの種の生育状況を調査し、その
結果を踏まえ、適切な環境保全措置を検討
すること。 

10 ヤエガワカンバ、オニヒョウタンボク
など湿性的な環境に依存する希少種が確
認される可能性があるため、これらの種が
確認された場合は、湿性条件の生育環境の
保全に十分に配慮すること。 

計画地内においてご指摘の種の
生育が確認された場合は、その生
育状況などを調査し、その結果を
踏まえ、適切な環境保全措置を検
討します。 
 
 
 

11 注目すべき種として挙げられている
チョウ類の中には、食草が普通種となって
いる種もあるため、食草との関係や生活史
を踏まえて適切な調査方法を検討し、方法
書で示すこと。 

 

チョウ類に関しては、成虫の出
現時期に留意して調査し、注目す
べき種の確認位置・個体数・食草
の分布を把握することとし、その
旨を「第２章 2.10 動物」に記
載しました。 

12 事業実施想定区域内のススキ群落、水
田雑草群落、畑地雑草群落等にセセリチョ
ウ科及びシジミチョウ科の草原性チョウ
類の希少種が生息している可能性がある
ため、パネルの配置等の検討に当たっては
十分に配慮すること。また、方法書以降の
手続においては、専門家等の助言を踏まえ
て適切に調査、予測及び評価を行い、環境
保全措置を検討すること。 

計画地内においてご指摘の希少
種が確認された場合には、その生
息に極力影響が生じないようにパ
ネルの配置などの検討にあたって
は十分に配慮するとともに、方法
書以降の手続においては、必要に
応じて専門家等の助言を踏まえて
適切に調査、予測及び評価を行い、
環境保全措置を検討することしま
す。 

13 事業実施想定区域は上信越自動車道に
隣接していることから、ニホンイノシシや
ホンシュウジカなど大型哺乳類の移動ル
ートについて、センサーカメラ等を用いて
適切に調査するとともに、必要に応じてこ
れらの種が高速道路に入り込まないため
の措置を検討すること。 

計画地は上信越自動車道に隣接
していることから、ニホンイノシ
シやホンシュウジカなど大型哺乳
類の移動ルートについて、セン
サーカメラ等を用いて適切に調査
するとともに、必要に応じてこれ
らの種が高速道路に入り込まない
ための措置を検討することとしま
す。 

景観 14 事業実施想定区域は、上信越自動車道
における東京方面からの長野県の玄関口
に当たるとともに、カラマツ林を中心とし
た森林景観と自然と調和した山間地の農
地景観を基調とする優良な景観が続く場
所である。そのため、太陽光パネル及び残
置森林の配置等の検討に当たっては、そう
した点を十分に認識し、適切に調査、予測
及び評価を行い、その結果を踏まえ、景観
への影響を回避又は極力低減すること。 

太陽光パネル及び残置森林の配
置等の検討に当たっては、計画地
が上信越自動車道における東京方
面からの長野県の玄関口に当たる
場所であるという点、山間地の農
地景観を基調とする優良な景観が
続く場所である点を十分に認識
し、適切に調査、予測及び評価を
行い、その結果を踏まえ、景観へ
の影響を回避又は極力低減するこ
ととします。 
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配慮書に対する知事の意見と事業者の見解(4) 

方法書 
区分 

知事の意見 事業者の見解 

触れ合い
活動の場 

15 事業実施想定区域の近隣には妙義荒船
佐久高原国定公園が存在するが、国定公園
は触れ合い活動の場としても重要である
ため、太陽光パネルの配置等の検討に当
たっては十分に配慮すること。また、方法
書以降の手続において、適切に調査、予測
及び評価を行い、環境保全措置を検討する
こと。 

計画地の近隣には妙義荒船佐久
高原国定公園が存在しており、国
定公園は触れ合い活動の場として
も重要です。このため、太陽光パ
ネルの配置等の検討に当たっては
十分に配慮することとし、方法書
以降の手続において、適切に調査、
予測及び評価を行い、環境保全措
置を検討することとします。 

文化財 16 事業実施想定区域及びその周辺区域に
は埋蔵文化財が多く分布しているため、太
陽光パネルの配置等の検討に当たっては
十分に配慮すること。また、方法書以降の
手続において、適切に調査、予測及び評価
を行い、環境保全措置を検討すること。 

計画地及びその周辺には埋蔵文
化財が多く分布しているため、方
法書以降の手続において、適切に
調査、予測及び評価を行い、環境
保全措置を検討することとしま
す。 

光害 17 事業実施想定区域は上信越自動車道に
隣接しており、太陽光パネルの反射光によ
る運転者への影響が懸念されることから、
太陽光パネルの配置等の検討に当たって
は十分に配慮すること。また、方法書以降
の手続において、適切に調査、予測及び評
価を行い、環境保全措置を検討すること。

本事業で使用する太陽光パネル
は反射光を抑制する素材として、
梨字加工された凹凸のある光を拡
散するガラス面を使用する予定で
す。このため、太陽光はそのまま
反射せず、乱反射してぼんやりし
た反射となります。 

なお、反射光の影響については、
パネルの配置や角度が決まる準備
書の段階で反射光シミュレーショ
ンを行い、影響の程度を予測し、
必要に応じて適切な環境保全措置
を検討します。 

 

 

４.3 方法書（再実施前）手続の概要 

方法書（再実施前）の手続の概要は、下表に示すとおりである。なお、方法書（再実施

前）に対する住民等（環境の保全の見地からの意見を有する者）からの意見の件数は３件

であった。 

 

項 目 内 容 

公 告 日 平成29年11月１日（水） 

縦 覧 期 間 平成29年11月１日（水）～11月月30日（木） 

縦 覧 場 所 長野県環境部環境政策課、長野県佐久地域振興局環境課、 

佐久市環境部環境政策課 

意 見 募 集 期 間 平成29年11月１日（水）～12月14日（木） 

意 見 提 出 先 株式会社そら’ｗ 

意見書の提出件数 ３件（17項目） 

技 術 委 員 会 平成29年11月16日（木）、平成29年12月14日（木）、

平成30年１月17日（水） 

佐 久 市 長 意 見 平成30年１月10日（水） 

長 野 県 知 事 意 見 平成30年３月20日（火） 
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４.4 方法書（再実施前）に対する知事等の意見と事業者の見解 

ここでは、方法書（再実施前）に対する長野県知事の意見と事業者の見解を示す。 

 

方法書（再実施前）に対する知事の意見及び事業者の見解(1) 

No. 
方法書 
区分 

知事の意見 事業者の見解 

1 全般 
 

事業実施区域は、近隣に国定公園が存
在するなど自然が豊かで清浄な環境の保
たれた地域であることに加え、土砂災害
の発生が懸念される場所であること及び
高速道路における長野県の玄関口に当た
る場所であることを十分に認識し、現況
を的確に把握した上で、その状況をでき
る限り悪化させないという観点から評価
を行い、必要な環境保全措置を講じるこ
と。また、環境保全措置の選定に当たっ
ては、事業計画の見直しを含めた複数の
環境保全措置の比較検討を行うこと。 

ご指摘の事項に関しては、十分理
解しています。 

本事業では現在までの環境保全
上の配慮として、方法書（再実施前）
における本事業の計画地（約66ha）
から、計画地西側の水源地上流域を
含む流量のある沢筋一体の約15ha
を除外することとしました。その
他、計画地内を流下する流量のある
沢筋は存置する計画としています。

なお、前述のとおり水源地上流域
約15haを除外したことに伴い、残
置森林面積及びパネル設置面積を
補うため、計画地の北東及び南東に
位置する既設の太陽光発電所（２ヶ
所）の周辺部約5.4㏊を新たに計画
地に追加しました。ただし、計画地
面積（約58ha：うち約3.6haは既
設の太陽光発電所面積）は方法書

（再実施前）時点の面積（約66ha）
より約８ha縮小し、太陽光パネル用
地面積（約28ha）は、方法書（再
実施前）時点の面積(約36ha)より
も約８ha縮小しており、この結果伐
採面積も縮小しています、さらに、
造成による切土量（153,000m3）
は方法書（再実施前）時点の切土量

（377,000 m3）の1/2以下として
います。 

準備書においては、現地調査や環
境影響評価の内容、住民や知事等の
意見を踏まえ、より環境に配慮した
事業内容（造成範囲、パネル配置等）
の具体化を図ります。その内容は、
準備書において明らかにします。 
また、環境保全措置の選定に当たっ
ては、事業計画の見直しを含めた複
数の環境保全措置の比較検討を行
い、その結果を準備書において明ら
かにします。 
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方法書（再実施前）に対する知事の意見及び事業者の見解(2) 

No. 
方法書 
区分 

知事の意見 事業者の見解 

2 全般 事業実施区域内に存在する住居におけ
る生活環境等への影響について、当該影
響が的確に把握できる地点で調査、予測
及び評価を行うこと。また、その結果を
踏まえ事業計画の見直しを検討するこ
と。 

現在、計画地内の南西部の道路脇
に住居が１軒あり、居住している方
がいますが、太陽光発電所の建設に
は既に賛同いただいています。居住
を継続するかも含め、今後の対応に
ついて現在対話をさせていただい
ているところです。こうした状況を
踏まえ、現時点では当該住居におけ
る生活環境への影響について調査、
予測及び評価を行うこととしまし
た。 

3 事業実施区域周辺には、既設の太陽光
発電所が複数存在しており、本事業との
複合的な環境影響が想定されるため、既
設発電所や他事業者による今後の設置計
画の有無等について、引き続き情報収集
に努めること。また、それらの影響も含
めた複合的・累積的な環境影響に留意し
て、適切に調査、予測及び評価を行うこ
と。 

「はじめに （方法書再 実施の経
緯）」に記載しておりますように、
計画地に隣接する２ヶ所の既設発
電所約 3.6haを計画地に含め、環境
影響評価を行うこととしました。 

また、既設発電所や他事業者によ
る今後の設置計画の有無等につい
ても情報収集に努めます。 

準備書においては、それらの影響
も含めた複合的・累積的な環境影響
に留意して、適切に調査、予測及び
評価を行います。 

4 計画段階環境配慮書、環境影響評価方
法書において収集及び整理した情報や各
段階における検討の結果を、環境影響評
価準備書（以下「準備書」という。）に
おいて記載すること。 

配慮書、方法書において収集及び
整理した情報や各段階における検
討の結果は、準備書に記載してまい
ります。 

5  環境影響評価の実施に当たっては、住
民及び佐久市から寄せられた意見等に十
分配慮するとともに、条例で定める手続
以外にも説明会を開催するなど積極的な
情報公開に努め、住民への説明を十分に
行うこと。 

事業計画の検討にあたっては、住
民、関係市（佐久市）から寄せられ
た意見等に十分配慮するとともに、
必要に応じて、条例で定める手続以
外にも説明会を開催するなど積極
的な情報公開に努め、住民への説明
を十分に行ってまいります。 

なお、計画地での事業実施にあ
たっては、平成 28 年７月、９月、12
月、平成 31 年４月、令和元年６月、
令和２年３月には計画地の南西側
にある東地地区を対象に、また、令
和元年６月には東地地区の西南西
側にある西地地区を対象に事業概
要等の説明会を実施しました。さら
に、令和２年６月には事業に関する
説明資料を東地地区・西地地区の全
戸に配布したうえで、住民の皆様か
らのご意見・ご質問を頂戴するとと
もに、令和２年７月には西地地区を
対象に説明会を実施した。このよう
に、地域住民の意向を把握しなが
ら、計画地での事業実施に向けて準
備を進めてきたところである。 
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方法書（再実施前）に対する知事の意見及び事業者の見解(3) 

No. 方法書区分 知事の意見 事業者の見解 

6 事業計画 
 

盛土の安定性や表面浸食に対す
る安全性について、現地調査やシ
ミュレーションの結果を分かりや
すい資料で示すこと。 

盛土の安定性や表面浸食に対す
る安全性について、現地調査やシ
ミュレーションの結果を分かりや
すい資料で示してまいります。 

7 事業実施区域内の流量のある沢
筋周辺には貴重な動植物の生息等
が想定されるため、中央の沢筋以外
の沢筋周辺についても保全を図る
こと。 

方法書（再実施前）における本事
業の計画地（約 66ha）から、計画
地西側の水源地上流域を含む流量
のある沢筋一体の約 15haを除外
することとしました。その他、計画
地内を流下する流量のある沢筋は
存置する計画としています。 

なお、前述のとおり水源地上流域
約 15haを除外したことに伴い、残
置森林面積及びパネル設置面積を
補うため、計画地の北東及び南東に
位置する既設の太陽光発電所（２ヶ
所）の周辺部約 5.4haを新たに計画
地に追加しました。 

8 木くずチップの敷き均しについ
ては、その有無により生じる影響を
比較し、実施するかどうか検討した
結果を準備書において示すこと。ま
た、木くずチップを敷き均す場合に
は、関連する予測評価項目において
その影響を予測評価結果に反映す
ること。 

発生木によるチップの敷き均し
については、その有無により生じる
影響を比較し、実施するかどうか検
討した結果を準備書において示し
ます。また、発生木によるチップを
敷き均す場合には、関連する予測評
価項目において、その影響を予測評
価結果に反映してまいります。 

9 準備書において、事業終了後の太
陽光パネルの処理方法、調整池の管
理、植林等の原状復帰に係る計画を
できる限り詳細に記載すること。 

発電所終了後の対応については、
「第１章 事業計画の概要 ５ 事
業の内容 5.5 事業の実施方法
(8)  発電 所 廃止 後 の 撤 去及 び 処
分」に記載しました。 

なお、現時点では、制度活用終了
後も地域・地権者との合意などの条
件が整えば発電事業は継続し、発電
した電気は中部電力株式会社に販
売する予定です。 
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方法書（再実施前）に対する知事の意見及び事業者の見解(4) 

No. 方法書区分 知事の意見 事業者の見解 

10 騒音、振動、
低周波音 

騒音、振動、低周波音の予測結果
について、事業実施区域周辺の住宅
や公共施設を明示した図面を使用
し、コンターを活用して分かりやす
く示すことにより、地域住民の安心
の確保に努めること。 

騒音、振動、低周波音の予測結果
について、事業実施区域周辺の住宅
や公共施設を明示した図面を使用
し、コンターを活用して分かりやす
く示すことにより、地域住民の安心
の確保に努めてまいります。 

11 パワーコンディショナーの配置
の検討に当たっては、住居側を避け
るとともに、太陽光パネルを遮音壁
にするなど騒音等の影響が低減す
るよう努めること。 

パワーコンディショナの設置位
置については、ご指摘を踏まえて今
後検討し、準備書で示してまいりま
す。 

12 水質、水象 事業実施区域からの排水が香坂
川に流入するまでの間に集落が存
在することを踏まえ、事業による影
響を的確に把握するため、事業実施
区域近傍に水質及び水象の調査地
点を追加すること。 

水質・水象の河川・水路における
現地調査地点については、計画地か
ら香坂川に流入するまでの間に集
落があることを踏まえ、事業による
影響を的確に把握するため、計画地
内もしくは計画地近傍にも調査地
点を追加しました（水質の地点図：
№4,5 の上流側に、№7～9 を追加
しました）。 

13  水象に係る予測評価に当たって
は、事業実施区域及びその周辺が地
下水資源の涵養域になっているこ
とを十分に考慮し、地下水の涵養源
や湧水の湧出機構の解明のための
調査範囲及び調査地点を適切に設
定すること。 

水象に係る予測評価に当たって
は、事業実施区域及びその周辺が地
下水資源の涵養域になっているこ
とを十分に考慮し、行ってまいりま
す。 

水象に係る調査範囲及び調査地
点は、水象の地点図に示すとおりで
す。 

14 地下水の影響範囲については、地
形的な集水域と地質的な集水界が
異なることに留意し、文献や地質調
査等の結果に基づき検討すること。

地下水の影響範囲については、地形的
な集水域と地質的な集水界が異なるこ
とに留意し、文献や地質調査等の結果に
基づき検討してまいります。 

15 事業実施区域内に地下水位を観
測する井戸を設置し、渇水期、豊水
期のデータを収集できるよう連続
観測を行うこと。また、一斉観測
データとして利用できるよう、天候
の比較的安定した日において一日
以内に全ての調査地点の地下水位
測定を行うこと。 

計画地下流側に観測井を２箇所
設置し、渇水期、豊水期のデータを
収集できるよう連続観測を行いま
す（観測井の位置は、水象の地点図
参照）。 

また、一斉観測データとして利用
できるよう、天候の比較的安定した
日において一日以内に全ての調査
地点（上記の観測井及び既存井戸の
水位調査地点（ａ～h）において地
下水位測定を行います。 

16 土壌汚染 過去には重金属等の含まれる農
薬が使用された時期もあるため、事
業計画地に多数存在する耕作放棄
地の地歴を丁寧に調べること。地歴
調査の結果から土壌汚染のおそれ
がないと確認できない場合には、当
該履歴に応じた地点を調査地点と
して選定すること。 

計画地に存在する耕作放棄地の
地歴を調べた上で、当該履歴に応じ
た地点を選定し、土壌汚染の調査を
行います。調査結果は準備書に示し
ます。 

17 太陽光パネルの交換・廃棄による
土壌への影響について、適切に調
査、予測及び評価を行うこと。 

太陽光パネルの交換・廃棄による
土壌への影響について、適切に調
査、予測及び評価を行ってまいりま
す。 
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方法書（再実施前）に対する知事の意見及び事業者の見解(5) 

No. 方法書区分 知事の意見 事業者の見解 

18 植物、動物、
生態系 

植物相及び植生については、事業
実施区域が日本の中でどのような
位置付けにあるかわかるよう、植生
学、植物社会学及び植物地理学の観
点から地域の特徴をわかりやすく
説明すること。生態系については、
それらの特徴を踏まえて、環境類型
区分ごとに位置付けを説明するこ
と。 

植物相及び植生については、ご指
摘を踏まえ本編「第２章 地域の概
況 ３ 自然的状況 3.4 動植物
の状況 (1) 植物」に記載しまし
た。 

生態系については、ご指摘を踏ま
え本編「第２章 地域の概況 ３
自然的状況 3.4 動植物の状況
(3) 生態系」に記載しました。 

19 事業実施区域全域でセンサーカメ
ラの設置や踏査を行い哺乳類の現在
の移動経路を的確に把握した上で、事
業計画地を囲うフェンスの設置計画
を策定するとともに、フェンスの設置
に係る動物及び生態系への影響を適
切に予測評価し、その結果を踏まえ、
環境保全措置を検討すること。 

計画地全域での哺乳類の現在の移
動状況を的確に把握できるようセン
サーカメラの設置や踏査を行います。
その上で、計画地を囲うフェンスの設
置計画を策定するとともに、フェンス
の設置に係る動物及び生態系への影響
を適切に予測評価し、その結果を踏ま
え、環境保全措置を検討してまいりま
す。 

20 既存文献により事業実施区域周辺
での生息が確認されているアカセセ
リの食草はヒカゲスゲのみであるた
め、ラインセンサスルートに加え、植
物調査においてヒカゲスゲが確認さ
れた地点についても調査を行うこと。

ご指摘を踏まえ、調査を行ってま
いります。 

21 小型哺乳類を対象とした巣箱調
査については、森林伐採の影響が大
きい伐採箇所の中央部にも調査地
点を追加すること。 

小型哺乳類を対象とした巣箱調
査については、森林伐採箇所の中央
部にも調査地点を追加しました（哺
乳類調査地点図参照）。 

22 事業実施区域周辺では、フクロ
ウ、ヨタカ、20kHz 帯のコウモリ
類等の生息情報があるため、これら
の種に留意するとともに、その特性
に応じた調査を行うこと。 

計画地周辺では、フクロウ、ヨタ
カ、20kHz 帯のコウモリ類等の生
息情報に留意し、その特性に応じた
調査を行ってまいります。 

23 本事業において、広大な森林の半
分が草地に変わることを前提に、土
地利用計画図を現存植生図や生態
系の環境類型図と重ね合わせ、現況
と事業実施後の植生等の比率を比
較し、影響の有無を検討するなど定
量的に予測評価を行うこと。 

本事業において、広大な森林の半
分が草地に変わることを前提に、土
地利用計画図を現存植生図や生態
系の環境類型図と重ね合わせ、現況
と事業実施後の植生等の比率を比
較し、影響の有無を検討するなど定
量的に予測評価を行ってまいりま
す。 

24 生態系の環境類型区分ごとに調査
地点を設定するとともに、それぞれ
上位性・典型性・特殊性の観点から
具体的な種を選定し、調査、予測及
び評価を行うこと。 

方法書の段階では本編「第２章 地
域の概況 ３ 自然的状況 3.4 動
植物の状況 (3) 生態系」参照）にお
いて既存資料の整理を行っており、計
画地及びその周辺における生態系の構
成（環境区分）として、地形・地質、
植物、動物等の状況を踏まえ、山地森
林タイプ、山麓森林タイプ、山麓草地
タイプ、渓畔林・水辺タイプの４区分
について、生態系の概要をとりまとめ
ています。 

既存資料に基づく環境区分におい
て、現地調査は網羅的に実施し、準備
書では、動植物の現地調査結果等を用
いて、より一層現地の状況を反映した
環境区分を検討し、環境区分毎に影響
の予測評価を行ってまいります。 
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方法書（再実施前）に対する知事の意見及び事業者の見解(6) 

No. 方法書区分 知事の意見 事業者の見解 

25 景観、光害 長野県の玄関口である上信越自
動車道の利用者、地域住民や展望地
など主要な眺望点の利用者に対し、
景観及び光害の観点から大きな影
響を与えることが想定されるため、
残地森林の配置、太陽光パネルの設
置方向や色彩等について再検討す
ること。 

計画地内の南側の上信越自動車
道（高速道路）に隣接する箇所等に
は残置森林を配置し、景観及び光害
の観点から太陽光パネルが視認さ
れにくいよう配慮しました。 

準備書では高速道路等からの景
観の変化や光害の程度を予測評価
し、その結果を踏まえ、環境保全措
置を検討してまいります。 

ここで、高速道路の景観調査は、
高速道路を自動車で走行しながら
ビデオ撮影を行います。方法書では
２地点を示しましたが、この地点に
拘らず、準備書では影響が大きくな
ると想定される地点においてフォ
トモンタージュを作成し、予測評価
を行います。 

26 本事業は大規模な森林伐採や土
地造成を伴う事業であるとともに
工事期間が２年半に渡るため、景観
に係る工事中の影響について適切
に予測評価すること。 

工事中の景観についても追加選
定し、造成等による景観の影響を予
測評価してまいります。 

なお、本事業では環境保全上の配
慮として、太陽光パネル用地面積

（約 32ha）を方法書（再実施前）
時点の面積（約 36ha）よりも約４
ha縮小し、この結果伐採面積も縮小
しており、さらに、造成による切土
量（153,000m3）を方法書（再実
施前）時点の切土量（377,000m3）
の 1/2 以下としています。こうし
た配慮を踏まえ工事計画を再検討
した結果、工事期間は方法書（再実
施前）時点よりも短縮し２年間とし
ています。 
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４.5 方法書までの事業内容の具体化の過程における環境保全に係る検討の経緯 

配慮書における複数案の検討結果や、配慮書及び方法書（再実施前）に対する住民等、

関係市長（佐久市長）及び長野県知事の意見等を踏まえ、以下の点に配慮し、方法書の事

業内容（造成範囲、パネル配置等）を具体化した（次図参照）。 

また、具体化した事業内容に基づき、配慮書と同様の項目について評価した結果は、次

表に示すとおりである。 

・方法書（再実施前）時点では、計画地西側の流量のある沢筋及びその周辺を太陽光パ

ネル用地として計画していたが、沢筋周辺における貴重な動植物の生息・生育に配慮

し、また、その北側の湧水水源地の存在や土砂災害警戒区域等の存在にも配慮し、方

法書（再実施前）における計画地から、計画地西側の水源地上流域を含む流量のある

沢筋一体の約15haを除外することとした。その他、造成にあたっては、水象、動植

物等の影響に配慮し、計画地内を流下する流量のある沢筋は存置する計画とした。な

お、前述のとおり湧水水源地等に配慮した計画を策定したところであるが、その後、

湧水水源地である東地水源（湧水）については、令和２年４月16日に取水地点及び

集水区域の範囲（6.61ha）が「長野県豊かな水資源の保全に関する条例」に基づく

水資源保全地に指定されている。 

・計画地の東西の敷地境界沿いの一部には、「土砂災害防止法」に基づく土砂災害特別

警戒区域（土石流）及び土砂災害警戒区域（土石流）に指定されている区域があるた

め、地形・地質（土地の安定性）の影響に配慮し、これらの区域は造成範囲から外す

方針とした。 

・計画地は、高速道路（上信越自動車道）における長野県の玄関口に当たる場所である

ことに配慮し、高速道路から計画地の太陽光パネルが見えにくいよう、計画地南側の

高速道路際等には残置森林を確保することとした。 

・太陽光パネルを方法書（再実施前）時点より発電能力の高い単結晶シリコン太陽電池

モジュールに変更し、太陽光電池モジュールの設置枚数の減少を図り、森林伐採等に

よる影響を総じて低減するよう、太陽光パネル用地面積を縮小することとした。 

・前述のとおり水源地上流域約15㏊を除外したことに伴い、残置森林面積及びパネル

設置面積を補うため、計画地の北東及び南東に位置する既設の太陽光発電所（２ヶ所）

及びその周辺部約5.4㏊を新たに計画地に追加した。ただし、計画地面積（約58ha

：うち約3.6haは既設の太陽光発電所面積）は方法書（再実施前）時点の面積（約66

ha）より約８ha縮小し、太陽光パネル用地面積（約31ha：うち約3.6haは既設の

太陽光パネル用地面積）は、方法書（再実施前）時点の面積（約36ha）よりも約５

ha縮小した。 
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環境保全に係る検討の経緯【方法書（再実施前）時点】 
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環境保全に係る検討の経緯【方法書（再実施）時点】 

水源地上流域

を含む流量の

ある沢筋一体

の約 15ha を計

画地から除外 

主要な沢筋の存置

太陽光パネル用地面積の縮小 

（再実施前：約 36ha、再実施後：約 31ha）

※再実施後の面積には、既設発電所用

地約 3.6ha を含む） 

高速道路からの景観に配慮し、

高速道路際等に残置森林を確保 

土砂災害警戒区域

等の造成の回避 
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環境保全に係る検討の経緯（配慮書の案と方法書（再実施前）の案の比較） 

  配慮書の案  方法書（再実施前）の案 
（下線部は配慮書から具体化した内容） Ａ 案 Ｂ 案 Ｃ 案 

計画の特徴 

・湧水地とその水源涵養域を残置 
・中央の沢と水田を残置 
・南東部の山体を改変し平坦面にパネルを設置 
・太陽光パネルの設置は山麓部まで 

・湧水地とその水源涵養域を残置 
・中央の沢と水田を改変 
・南東部の山体を残置 
・太陽光パネルの設置は山麓部まで 

・湧水地とその水源涵養域を残置 
・中央の沢と水田を残置 
・南東部の山体を残置 
・太陽光パネルの設置は一部山地部まで 

・湧水地とその水源涵養域を残置 
・中央の沢と水田を残置 
・南東部の山体の一部を改変し平坦面にパネルを設置 
・太陽光パネルの設置は山麓部まで 
・主要な沢筋を残置 
・土砂災害警戒区域等の造成回避 
・高速道路側への残置森林の確保 
・発電能力の高い単結晶シリコン太陽電池モジュールへの変更による

パネル用地面積の縮小 
・計画地用地を東側に拡張 

配慮書の複数案に関する凡例 
 

計画地 
 

 ※   の南側が敷地想定範

囲（うち、白地は残置

森林等想定範囲） 
 

  太陽光パネル設置 

想定範囲 
 

●  水道水源（東地水源） 
 

集水管路（埋設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

敷地想定範囲      ：約80ha 
残置森林等想定範囲   ：約30ha 
太陽光パネル設置想定範囲：約50ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

敷地想定範囲      ：約80ha 
残置森林等想定範囲   ：約30ha 
太陽光パネル設置想定範囲：約50ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

敷地想定範囲      ：約90ha 
残置森林等想定範囲   ：約40ha 
太陽光パネル設置想定範囲：約50ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

敷地範囲      ：約66ha 
残置森林等範囲   ：約28ha 
調整池等      ：約 2ha 
太陽光パネル設置範囲：約36ha 

評価 
結果 
注1) 

水 象 

△ ○ ◎ ◎ 
計画地内中央の沢、その他の沢は残置されるが、

計画地内南東部の山体を含め、沢の流域の土地が
改変され、森林伐採等による流出特性の変化があ
ることから、計画地内から香坂川に流れ込む沢の
水量、及び香坂の湧水への影響が生じる。 

造成工事により計画地内中央の沢や水田が改変
される。また、残りの沢についても流域の森林伐
採等による流出特性の変化があり、計画地内から
香坂川に流れ込む沢の水量、香坂の湧水への影響
が生じる。 

造成工事、森林伐採等により流出特性が変化し、
計画地内から香坂川に流れ込む沢の水量には影響が
生じる。しかし、計画地内中央の沢や計画地内南東
部の山体は残置されることから、Ａ案、Ｂ案と比べ
影響は小さい。 

計画地内中央の沢や計画地内南部（配慮書では計画地内南東部）
の山体の斜面を残置し、また、計画地用地を東側に拡張したものの、
太陽光パネル用地面積は配慮書時よりも縮小する。このため、Ａ案、
Ｂ案と比べ影響が小さく、Ｃ案と同等と考える。 

地形・地質 

△ ○ ◯ ◎ 
中央の沢や水田は残置されるが、計画地内南東

部の山体を改変するため、森林伐採面積や地形の
改変量が大きく、土地の安定性への影響が生じる
可能性がある。 

Ａ案と逆に、中央の沢や水田は改変される。し
かし、計画地内南東部の山体を残置するため、森
林伐採面積や地形の改変量はＡ案と比べ減り、土
地の安定性への影響も小さくなる。 

Ａ案、Ｂ案と比べ、一部急斜面（ただし、勾配30°
未満）の改変が生じ、土地の安定性への影響が生じ
る可能性がある。しかし、中央の沢や水田及び計画
地内南東部の山体が残置されることから、森林伐採
面積や地形の改変量はＡ案と比べ減る。 

計画地内中央の沢や計画地内南部（配慮書では計画地内南東部）
の山体の斜面を残置し、また、計画地用地を東側に拡張したものの、
その代わりに計画地内西側の土砂災害警戒区域等の造成を回避し、
Ｃ案のように一部急斜面の改変も行わず、太陽光パネル用地面積は
配慮書時よりも縮小する。このため、森林伐採面積や地形の改変量
はＡ案、Ｂ案、Ｃ案と比べ減り、土地の安定性への影響も小さくな
ると考える。 

植 物注2) 

△ △ △ △ 
中央の沢や水田のやや湿った環境が残置される

ことから、注目すべき種等への影響は小さいが、
計画地内南東部の山体を改変するため、植生が持
つ保全機能（洪水調節機能など）への影響は大き
い。 

Ａ案と逆に、計画地内南東部の山体を残置する
ため、植生が持つ保全機能（洪水調節機能など）
への影響は小さいが、中央の沢や水田のやや湿っ
た環境は改変され、注目すべき種等への影響は大
きい。 

中央の沢や水田のやや湿った環境及び計画地内南
東部の山体が残置されることから、注目すべき種等
への影響、並びに植生が持つ保全機能（洪水調節機
能など）への影響はＡ案、Ｂ案と比べ小さくなる。 

計画地内中央の沢などのやや湿った環境や計画地内南部の山体の
斜面を残置し、また、計画地用地を東側に拡張したものの、その用
地は配慮書時の計画地と類似の環境が広がり、太陽光パネル用地面
積は配慮書時よりも縮小する。このため、注目すべき種等、植生が
持つ保全機能（洪水調整機能など）への影響は、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案
と比べ小さくなると考える。 

動 物注2) 

△ △ △ △ 
中央の沢や水田のやや湿った環境が残置される

が、計画地内南東部の山体を改変するため、それ
以外の森林環境や草地環境、あるいはそれらを広
く利用する種や個体群への影響は大きい。 

Ａ案とは逆に、中央の沢や水田のやや湿った環
境は改変されるため、これらの環境を利用する種
や個体群への影響は大きい。また、計画地内南東
部の山体は残置するが、沢や水田、森林環境や草
地環境あるいはそれらを広く利用する種や個体群
へも影響は生じる。 

中央の沢や水田のやや湿った環境と、計画地内南
東部の山体を残置するため、影響は生じるもののＡ
案、Ｂ案と比べ小さい。 

「植物」と同様の理由により、注目すべき種等への影響は、Ａ案、
Ｂ案、Ｃ案と比べ小さくなると考える。 

生態系注2) 

△ △ △ △ 
中央の沢や水田のやや湿った環境が残置される

が、計画地南東部の山体を改変するため、山麓森
林タイプや山麓草地タイプの面積減少による影響
や環境区分間の相互関係への影響は大きい。 

Ａ案とは逆に、中央の沢や水田のやや湿った環
境は改変され、計画地南東部の山体は残置される
ため、山麓森林タイプや山麓草地タイプ、渓畔林
タイプの生態系環境区分の面積減少による影響や
環境区分間の相互関係への影響は同様に大きい。

中央の沢や水田のやや湿った環境と計画地南東部
の山体が残置されるため影響はＡ案、Ｂ案と比べ小
さいが、山地森林タイプ、山麓森林タイプ及び山麓
草地タイプの生態系環境区分の面積減少による影響
や環境区分間の相互関係への影響は大きい。 

「植物」と同様の理由により、生態系の構造と相互関係、指標種
への影響は、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案と比べ小さくなると考える。 

景 観 

△ ◎ ○ ◎ 
計画地内の山体を改変し、地形を平坦にして太

陽光パネルを設置するため、主に近景域、中景域
にある視点場からの眺望景観は、造成範囲やパネ
ル設置高によっては大きく変化する可能性があ
る。 

Ａ案と比較して地形の改変は小さく、眺望景観
の変化は小さいと考える。 

環境保全措置の実施により、これらの影響は概
ね回避・低減できる。 

Ａ案、Ｂ案と比較してより標高の高い位置でのパ
ネル設置があるため、Ｂ案よりも眺望景観の変化は
大きくなる可能性がある。 

しかし、Ａ案と比較して地形の改変は小さく、眺
望景観の変化は小さい。 

計画地用地を東側に拡張したものの、計画地内西側の太陽光パネ
ル設置範囲を縮小し、計画地内南部の山体の斜面を残置することに
より、計画地南西から南側の集落等からの景観に配慮しており、ま
た、高速道路から計画地の太陽光パネルが見えにくいよう、計画地
南東部の高速道路側に残置森林を確保する。このため、Ａ案、Ｃ案
と比べ影響が小さく、Ｂ案と同等と考える。 

←配慮書時点 

 の計画地 

←方法書（再実施前）時点の 

計画地

注2)配慮書の案について、Ｃ案は、計画地内南東部の山地と計画地内中央の沢や水田を残置し、地形改変の最小化、パネ
ル設置の分散化により、地形・地質、景観への影響は限定的であり、植物、動物、生態系への影響もＡ案、Ｂ案と比
べ小さくなると予測するが、森林伐採等の面積は総じて大きくなり、植物、動物、生態系への影響は、環境保全措置
の実施では十分に回避・低減しきれない可能性があることから、配慮書では「△」と評価している。方法書の案につ
いても同様の理由（森林伐採等の面積は総じて大きくなること）により、配慮書の案と同等（「△」）と評価している。 

注1)表中凡例）評価結果は、配慮書と同様に以下のとおり区分した。 
なお、方法書の評価結果は、配慮書と同様の考え方により整理したものである。 

◎: 影響が生じるが、環境保全措置の実施により、影響は概ね回避・低減できる。 
○：影響が生じるが、環境保全措置の実施により、影響は概ね低減できる。 
△: 影響が生じ、環境保全措置を実施しても、影響は一部残る可能性がある。 
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環境保全に係る検討の経緯（方法書（再実施前）の案と方法書（再実施）の案の比較） 

 方法書（再実施前）の案（再掲） 
（下線部は配慮書から具体化した内容） 

方法書（再実施）の案 
（下線部は方法書（再実施前）から具体化した内容） 

計画の特徴 

・湧水地とその水源涵養域を残置 
・中央の沢と水田を残置 
・南東部の山体の一部を改変し平坦面にパネルを設置 
・太陽光パネルの設置は山麓部まで 
・主要な沢筋を残置 
・土砂災害警戒区域等の造成回避 
・高速道路側への残置森林の確保 
・発電能力の高い単結晶シリコン太陽電池モジュールへの変更による

パネル用地面積の縮小 
・計画地用地を東側に拡張 

・湧水地とその水源涵養域に加え、計画地西側の水源地上流域を含
む流量のある沢筋一体の約15haを計画地から除外 

・中央の沢と水田を残置 
・南東部の山体の一部を改変し平坦面にパネルを設置 
・太陽光パネルの設置は山麓部まで 
・主要な沢筋を残置 
・土砂災害警戒区域等の造成回避 
・高速道路際等への残置森林の確保 
・より発電能力の高い単結晶シリコン太陽電池モジュールへの変更

によるパネル用地面積の更なる縮小 
・計画地用地を南東側に拡張（既設太陽光発電施設及びその周囲に

拡張） 

凡例 
 
 

  太陽光パネル設置 

範囲 
 

●  水道水源（東地水源） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

敷地範囲      ：約66ha 
残置森林等範囲   ：約28ha 
調整池等      ：約 2ha 
太陽光パネル設置範囲：約36ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

敷地範囲      ：約58ha※ 
残置森林等範囲   ：約23ha※ 
調整池等      ：約 4ha※ 
太陽光パネル設置範囲：約31ha※ 

評価 
結果 
注1) 

水 象 

◎ ◎ 
計画地内中央の沢や計画地内南部（配慮書では計画地内南東部）

の山体の斜面を残置し、また、計画地用地を東側に拡張したものの、
太陽光パネル用地面積は配慮書時よりも縮小する。このため、Ａ案、
Ｂ案と比べ影響が小さく、Ｃ案と同等と考える。 

計画地西側の水源地上流域を含む流量のある沢筋一体の約15ha
を計画地から除外した。計画地西側（方法書（再実施前）では計画
地内中央）の沢や計画地内南部の山体の斜面を残置し、また、計画
地用地を南東側に拡張したものの、太陽光パネル用地面積は方法書
（再実施前）時点よりも縮小する。このため、方法書（再実施前）
の案と比べ影響が小さいと考える。 

地形・地質 

◎ ◎ 
計画地内中央の沢や計画地内南部（配慮書では計画地内南東部）

の山体の斜面を残置し、また、計画地用地を東側に拡張したものの、
その代わりに計画地内西側の土砂災害警戒区域等の造成を回避し、
Ｃ案のように一部急斜面の改変も行わず、太陽光パネル用地面積は
配慮書時よりも縮小する。このため、森林伐採面積や地形の改変量
はＡ案、Ｂ案、Ｃ案と比べ減り、土地の安定性への影響も小さくな
ると考える。 

計画地西側の水源地上流域を含む流量のある沢筋一体の約15ha
を計画地から除外した。土砂災害警戒区域等の造成を回避した。計
画地西側（方法書（再実施前）では計画地内中央）の沢や計画地内
西部（方法書（再実施前）では計画地南部）の山体の斜面を残置し、
また、計画地用地を南東側に拡張したものの、太陽光パネル用地面
積は方法書時よりも縮小する。このため、森林伐採面積や地形の改
変量は方法書（再実施前）の案と比べ減り、土地の安定性への影響
も小さくなると考える。 

植 物 

△ △ 
計画地内中央の沢などのやや湿った環境や計画地内南部の山体の

斜面を残置し、また、計画地用地を東側に拡張したものの、その用
地は配慮書時の計画地と類似の環境が広がり、太陽光パネル用地面
積は配慮書時よりも縮小する。このため、注目すべき種等、植生が
持つ保全機能（洪水調整機能など）への影響は、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案
と比べ小さくなると考える。 

計画地西側の水源地上流域を含む流量のある沢筋一体の約15ha
を計画地から除外した。計画地西側（方法書（再実施前）では計画
地内中央）の沢などのやや湿った環境や計画地内西部（方法書（再
実施前）では計画地南部）の山体の斜面を残置し、また、計画地用
地を東側に拡張したものの、その用地は方法書時の計画地と類似の
環境が広がり、太陽光パネル用地面積は方法書（再実施前）時点よ
りも縮小する。このため、注目すべき種等、植生が持つ保全機能（洪
水調整機能など）への影響は、方法書（再実施前）の案と比べ小さ
くなると考える。 

動 物 
△ △ 

「植物」と同様の理由により、注目すべき種等への影響は、Ａ案、
Ｂ案、Ｃ案と比べ小さくなると考える。 

「植物」と同様の理由により、注目すべき種等への影響は、方法
書（再実施前）の案と比べ小さくなると考える。 

生態系 
△ △ 

「植物」と同様の理由により、生態系の構造と相互関係、指標種
への影響は、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案と比べ小さくなると考える。 

「植物」と同様の理由により、生態系の構造と相互関係、指標種
への影響は、方法書の案（再実施前）と比べ小さくなると考える。 

景 観 

◎ ◎ 
計画地用地を東側に拡張したものの、計画地内西側の太陽光パネ

ル設置範囲を縮小し、計画地内南部の山体の斜面を残置することに
より、計画地南西から南側の集落等からの景観に配慮しており、ま
た、高速道路から計画地の太陽光パネルが見えにくいよう、計画地
南東部の高速道路側に残置森林を確保する。このため、Ａ案、Ｃ案
と比べ影響が小さく、Ｂ案と同等と考える。 

計画地西側の水源地上流域を含む流量のある沢筋一体の約15ha
を計画地から除外した。計画地用地を南東側に拡張したものの、計
画地内西部（方法書（再実施前）では計画地南部）の山体の斜面を
残置することにより、計画地南西から南側の集落等からの景観に配
慮しており、また、高速道路から計画地の太陽光パネルが見えにく
いよう、計画地南部の高速道路際等に残置森林を確保する。このた
め、方法書（再実施前）の案と比べ影響が小さくなると考える。 

←配慮書時点 

 の計画地 

←方法書（再実施前）時点の 

計画地

※既設発電所用地

約3.6haを含む 

注）表中凡例）評価結果は、配慮書と同様に以下のとおり区分した。 
◎: 影響が生じるが、環境保全措置の実施により、影響は概ね回避・低減できる。 
○：影響が生じるが、環境保全措置の実施により、影響は概ね低減できる。 
△: 影響が生じ、環境保全措置を実施しても、影響は一部残る可能性がある。 

←方法書（再実施前）時点 

 の計画地 

←方法書（再実施）時点の 

 計画地 
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５ 実施方法 

■ 土地利用計画 

・太陽光パネルの設置面積は約30.9ha（既設発電所用地約3.6haを含む）、残置森林等の

面積は約17.4haで、計画地全体のそれぞれ約54％、約30％を占める。その他の土地利

用は、調整池等がある。 

・なお、既設発電所用地にある太陽光パネルは更新する可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 
面積 

（ha） 

比率 

（％） 

太陽光パネル用地注1） 約 30.9 約 53.7

調整池用地 約  1.6 約  2.8

市道等 約  1.1 約  1.9

管理用道路 約  0.7 約  1.2

造成緑地 約  5.8 約 10.1

残置森林・造成森林注2） 

・流末水路 
約 17.4 約 30.3

合 計 約 57.5 100.0 

注1)太陽光パネル用地には、既設発電所用地（約3.6ha）が

含まれる。また、この既設発電所用地にある太陽光パネ

ルは更新する可能性がある。 

注2)造成森林は、農地転用跡地の森林植栽等が対象である。
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■ 造成計画 

・造成にあたっては、現況の地形を活かして造成（切土・盛土）することとし、計画地内を流

下する主要な沢筋は存置する計画である注 1）。 

・造成工事においては切土量と盛土量を計画地内でバランスさせ、計画地外に残土を発生させ

ない計画である。 

・最大切土は約 11ｍ、最大盛土は約３ｍを計画しているが、計画地の大部分の切土・盛土高

は３ｍ以内を計画している注 2）。 

 

切土・盛土量の計画 

切土量 

（m3） 

盛土量 

（m3） 

計画地外への搬出土量

（m3） 

備 考 

約 130,000 約 117,000 注） ０ 
計 画 地 内 で バ ラ ン ス

させる。 

注）想定土量変化率：0.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注 1) 計画地内の中央部付近に土取場の跡地（くぼ地）（上図参照）があり、跡地内に水みちがあるが、そ

の斜面は高さ３ｍ程度の崩壊の危険性のある崖状の斜面であり、安全性に支障があるほか、濁水の発生要

因にもなり得る場所となっている。このため、この部分の水みちは存置せず、造成を行うこととした。施

工時には、地山と盛土材の定着を良くするために段切りを施し、湧水箇所等が確認された場合は、盛土前

に暗渠排水敷設し湧水等を本流へと排水する計画である。 

 

注 2)計画地内には、周知の埋蔵文化財包蔵地が分布しているため、佐久市教育委員会へ文化財保護法の手

続きに先立って照会を行い、現在も協議中である。その後土地利用計画が確定したところで長野県教育委

員会教育長に土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出（法第９３条第１項）を行い現地踏査及び必要に

応じて試掘を行い、計画地内に分布する周知の埋蔵文化財包蔵地に対し本造成工事による影響の有無を確

認するものとする。 

※本図は、地均し程度を超える明らかな切土

と盛土を明示している。パネル架台設置に

支障のある切株は伐根し整地することに

なるが、地均し程度のものであり、この造

成計画には含めていない。 
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■ 雨水排水計画 

・本事業では、森林の伐採や造成に伴い、計画地内の排水量の増加が見込まれることから、各

流域の下流側に調整池を配置し、土粒子等を沈降させ、放流量を調整した後、下流水路を経

て香坂川（一級河川及び準用河川）に放流する計画である。 

・調整池は、「森林法に基づく林地開発許可申請の手引」（令和２年４月、長野県）、「流域

開発に伴う防災調整池等技術基準」（平成 27 年改定、長野県）に基づき 50 年降雨確率の

降雨に対応できる十分な容量を有する調整池を設置し、年１回以上の草刈り、堤体の点検や

手入れ、堆積土砂等の浚渫を行うなど、適切な維持管理を行う。 

・また、工事中は仮設沈砂池を設け、計画地外への土砂流出を抑制する計画である。仮設沈砂

池は、定期的に排水の水質を確認し、浚渫や増設等の適切な維持管理を行う。 

 

調整池諸元一覧 

№ 構造 
高さ 
(m) 

堤体長さ 
又は 

掘込面積 

年間の 
堆積砂量

(m3) 

貯留量 
(m3) 

全体量 
(m3) 

流域面積 
(ha) 

放流先 

№1 
ｺﾝｸﾘー ﾄ堰堤または 
外部拘束型ﾌｨﾙ堰堤 
ﾌﾞﾛｯｸ積複合 

約 4 約  271㎡ 約 55 約   927 約   982 約 1.71 下流水路 

№2 同上 約 4 約1,265㎡ 約254 約 3,602 約 3,586 約 4.75 下流水路 
№3 ﾌ゙ ﾛｯｸ積掘り込み式 約 3 約1,338ｍ 約134 約 2,913 約 3,047 約 5.12 №4調整池

№4 
ｺﾝｸﾘー ﾄ堰堤または 
外部拘束型ﾌｨﾙ堰堤 
ﾌ゙ ﾛｯｸ積み複合 

約 3 約  356ｍ 約 36 約  578 約   614 約 0.56 下流水路 

№5 ﾌ゙ ﾛｯｸ積掘り込み式 約 4 約3,976ｍ 約366 約 9,614 約 9,980 約21.72 №6調整池

№6 
ｺﾝｸﾘー ﾄ堰堤または 
外部拘束型ﾌｨﾙ堰堤 

約 6 約   43ｍ 約 69 約 1,544 約 1,613 約 2.51 下流水路 

№7 同上 約 8 約   47ｍ 約160 約 2,772 約 2,932 約 4.43 下流水路 
№8 同上 約 8 約   40ｍ 約216 約 7,775 約 7,991 約10.00 下流水路 
№9 ﾌ゙ ﾛｯｸ積掘り込み式 約 5 約1,067㎡ 約323 約 4,484 約 4,807 約 9.45 下流水路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1調整池 

№1 

約1.71ha 

№2調整池 
№3調整池 

№4調整池 

№5調整池 

№6調整池

№2 

約4.75ha №3 

約5.12ha 

№5 

約21.72ha 

№6 

約2.51ha 

№9 

約9.45ha 

№7調整池 

№8調整池

№9調整池 

№4 

約0.56ha 

№7 

約4.43ha 

№8 

約10.00ha 
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■ 施設計画 

・太陽光パネルで発電された直流の電気は、パワーコンディショナで交流に変換する。交流に

変換した電力は、パワーコンディショナ（４台）ごとに集約し、一次変圧設備によって昇圧

した後、二次変圧設備に集約し、さらに高電圧に昇圧する計画である。 

・パワーコンディショナ及び一次・二次変圧設備からの騒音については、計画地近隣の集落で

ある東地地区までは上信越自動車道を挟んでいるうえ十分な距離（東地地区の集落内で計画

地最寄りの施設である東地文化センターまで約 280ｍ）があるが、各施設の配置にあたっ

ては、各施設からの発生音が太陽光パネルによって遮られるようにするなど、集落に対する

騒音の影響に可能な限り配慮する。 

・送電した電力は、計画地西側の約 12km 地点にある電力会社の鉄塔付近まで送電線（地下

埋設）で送電する。送電した電力は、鉄塔付近に設置する連系用開閉設備によって、鉄塔上

の電力会社の送電線に接続する計画である。 
 

主要施設の仕様 

主要施設 仕 様 

太陽光パネル 単結晶シリコン太陽電池モジュール、約 75,000 枚 

（１枚あたり、約 2.1ｍ×約 1.1ｍ、475Ｗ） 

パワーコンディショナ 約 40 台（１台あたり、750kW） 

一次変圧設備 600V→22,000V、１施設（10 台） 

送電線（地下埋設） 約 12km 

二次変圧設備 22,000V→77,000V、１施設 
 

主要施設の接続イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・送電線は、県道 138 号香坂中込線

等の既存道路の地下に敷設する予

定であり、自然地の改変は極力行わ

ず、原状復旧が可能なルートとなっ

ている。 

設置場所
発電所～鉄塔付近まで

の公道の地下
鉄塔付近

連系開閉所

電圧

イメージ図

設備名 太陽光パネル パワーコンディショナ 一次変圧設備 二次変圧設備 地下埋設送電線 開閉所

太陽光発電所内

直流1,054Ｖ 交流600Ｖ 交流22,000Ｖ 交流77,000Ｖ



- 28 - 

■ 発電事業の運営計画 

・新たに本事業の専業の法人として設立された一般社団法人長野地域エナジーを代表社員とす

る合同会社ＦＳＰＳ八風（特別目的会社）が事業を実施する。 

・発電所の管理・メンテナンス業務は、事業者が委託する企業が一括し実施する。法定点検は、

事業者より選任される主任技術者が行う。 

・発電所の管理・メンテナンス業務の発注にあたっては、できる限り地元企業を採用する。 

・運転開始後の施設の稼働は、定期・不定期のメンテナンス等による停止・再稼働を除き、自

動で行われる。 

 

 

 

 

 

■ 工事計画 

① 工事工程の概要 

・仮設沈砂池等の防災工事を行った後、仮設道路を取り付け、樹木の伐採や造成工事を進め、

造成が終了した範囲から適宜、太陽光パネルの設置工事等を行う計画である。 

・工事開始から施設供用までの工事期間は約２年を計画している。防災工事、伐採工事及び造

成工事等の土木造成工事の期間は約２年を計画しており、土木造成工事の進捗に合わせて太

陽光発電設備設置工事を並行して約１年半行う計画としている。 

・工事は原則として月曜日から土曜日に行い、日曜日、正月及び盆は休みとする計画である。

また、工事時間は原則として８時から18時まで行う計画である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A　土木造成工事

準備工
ア 防災工事

  土砂濁水流出防止工
　流末・調整池工
　排水工
　環境対策工

イ 伐採工事
ウエ 造成工事、法面工事

　土工事
　管理道路工
　防護柵工
　雑工
　片付け工

B　太陽光発電設備設置工事
基礎工事
架台設置工

オ 太陽光パネル（モジュール）設置工
パワーコンディショナ・一次変圧設備工
二次変圧設備工

Ｃ　特高変電所設置工事
カ 送電線（地下埋設）工

連系開閉設備工
受電

Ｄ　試運転調整
使用前自主検査
試験調整 系統連系開始
安全管理審査

延べ月 1 2 3 4
延べ年 1 2 3

13 14 15 165 6 7 8 9 10 29
年

23 24 25 26 27 2817 18 19 20 21 2211 12

5月 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11

令和4 令和5 令和6

6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4

ＳＰＣ：合同会社ＦＳＰＳ八風 

（一般社団法人長野地域エナジーを代表社員とする） 

合同会社ＦＳＰＳ八風が委託する企業 

事 業 主 体 

メンテナンス責任者 
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② 主な工事の概要 

主な工事 概 要・イメージ 

防災工事 ・調整池、仮設沈砂池の設置、暗渠

排水管の敷設、必要に応じて埋設

工、水抜層（フィルター層）の設

置を行う計画である。 

・洪水調整のため、計画地内に計

９ヶ所の調整池を設置する計画

である。 

・造成工事に先立ち、工事中の事

業区域外への土砂流出を防止す

る目的で仮設沈砂池を設置する

計画である。 
 

 
 

 

 

 

 

 

伐採工事 ・計画地内の樹木を段階的に伐採・伐根する。伐採等した樹

木は、木材として利用可能なものは有価物として場外に搬

出し、その他は計画地内で破砕機を用いてチップ化し、地

表面や法面からの土砂流出の抑制や法面保護の観点から、

太陽光パネル設置範囲や法面に敷き詰めて再利用する計画

である。 

・発生木によるチップは適正に再利用するため産業廃棄物に

は該当しないものの、「廃棄物の適正な処理の確保に関す

る条例」（平成20年、長野県条例第16号）の「木くずチッ

プの使用に関する基準」に準拠して、敷き均し厚は原則と

して10cm以下とし、飛散又は流出を防止するための措置を

講ずるものとする注）。 

 

 

 

 

 

 

造成工事 ・造成工事では、切土工及び盛土工を行う。切土工は、バッ

クホウ等の重機を用いて掘削を行い、盛土工はダンプで運

搬した土砂をブルドーザーによる敷均し、締固めを行う。

なお、締固め時の一層の巻きだし厚は30cm以下とする。 

・工事においては切土量と盛土量を計画地内でバランスさ

せ、残土を発生させない計画である。 

・斜面地盤への盛土で、地盤の勾配が20％以上かつ２ｍを超

える場合は基礎地盤にくい込ませて滑動を防ぐために基

礎地盤の段切りを行う。 

・造成工事に合わせて、造成森林の植栽を行う。 

法面工事 ・法面工事では、切土法面は1:1.0～1:1.2 の法勾配、盛土法

面は1:1.5～1:2.0 の法勾配で法面整形を行い、必要に応じ

て水平小段を設置する計画である。法面は、チップ材の敷

き詰め、在来種を用いた種子吹付工、種子散布工等により、

早期の緑化に努めるとともに法面保護を行う計画である。
 

 

注）チップ化の作業は、専用の破砕機により、下草・下木・根株・枝葉・幹材（低質材）をチップ化する計画である。

このチップ材は、チップ同士が絡み合うため飛散しにくくなる。また、チップを敷き詰めた後は、そのチップ

が落ち着くまでの間に流出する可能性があるが、排水路横や法尻等にチップを詰めたろ過フィルター（フィルタ

ーソックス）を設置して、チップや土砂の流出を抑制する計画である。 

ブロック積掘り込み調整 コンクリート堰堤調整池 

外部拘束型フィル堰堤調整池 

（現地発生土使用・植生シートによる壁面緑化）
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主な工事 概 要・イメージ 

太 陽 光 パ

ネ ル 設 置

工事 

・太陽光パネルの設置は、梱包の解体、架台の設置、パネル

の設置、変電所構成機器の設置、配線工事、フェンス設置

などを行う計画である。 

・なお、既設の発電所用地の太陽光パネルは更新する可能性

もあるが、太陽光パネルは廃棄せず、リユースすることで

環境負荷の低減に努める。 

 

 

 

 

 

送電線（地

下埋設）工

事 

・送電線（地下埋設）工事では、計画地西側の約12km地点に

ある電力会社の鉄塔付近まで、送電線の地下埋設を行う計

画である。 

・送電線の地下埋設工事にあたっては、事前に道路管理者等

関係機関と協議を行い、工事による周辺の生活環境への影

響に十分配慮する。具体的には、昼間の工事中においては、 

１日あたり概ね20mの進捗で工事区間を概ね50mの片側通行とする計画である。また、

夜間においては全面通行できるように日々、仮埋め戻しを行う計画である。ただし、

約200mごとのハンドホールについては、仮埋め戻しに３日程度を要するため、夜間の

通行においては影響が最小限になるよう、片側通行帯には最大限配慮する計画であ

る。警備員については、基本的に３人を配置するが、歩道や交差点がある場合などは、

状況に応じて増員する計画である。また、当該工事にあたっては、工事着手前に近隣

住民に工事内容等を周知するとともに、必要に応じて説明会を行うこととする。 
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③ 工事用車両の走行計画 

・工事用車両の走行台数は、資材等の運搬車両は最大時で約 20 台／日を計画している。 

・計画地西側の市街地付近には小中学校（佐久市立東小学校、東中学校等）があり、工事用車両

の主要な走行経路はこれらの小中学校の通学区に含まれているため、工事用車両の走行時間は、

小中学校の登下校時間帯に配慮して９時から 15 時を計画している。また、工事用車両の運転

者に対しては、登下校する児童等の安全に十分注意して運転するよう指導を徹底する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 発電所廃止後の撤去及び処分 

・太陽光発電事業は、FIT 終了後も地域・地権者との合意などの条件が整えば発電事業は継続

する予定であるが、事業が継続できなくなった場合の対処として、事業実施期間中に撤去

及び処分に要する費用を積み立てる。 

・発電所撤去及び処分に要する費用は、資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン（太陽

光発電）」を参考とし積み立てる。 

・発電事業を終了する場合は、太陽光パネル等を撤去した後、地域性樹種を用いて植林し、山

林に戻す予定であり、この期間中も供用中と同様、防災施設の維持管理を行うとともに、

必要に応じて林地の間伐、下刈りを行う。 

・管理を実施する期間と撤去及び処分後の防災施設の処置は、担当部局（佐久地域振興局林務

課を想定）と協議し、防災施設に必要な措置を講ずるが、現在計画地内に多くみられるカラ

マツ等の成長速度を参考とし、森林として成立する期間は、植樹した樹木が雑草よりも高

く生育すると考えられる期間を基本とするが、森林の成立状況を適切に確認し、その状況

を担当部局に報告しながら、協議により決定する。 

 

・工事用車両の主要な走行ルートは、

県道 138 号香坂中込線等を予定し

ている。 
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第２章 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

1 環境影響評価の項目 

・環境影響評価の項目は、「長野県環境影響評価技術指針」（平成 28 年１月改正、長野県告

示第 18 号）の［様式］環境要因—環境要素関連表を基に、事業の特性及び地域の特性を考

慮し、環境に影響を及ぼすおそれのある環境要素として、18 項目を選定した。 

 

環境 
要素 

大
気
質 

騒 

音 

振 

動 

低
周
波
音 

悪 

臭 

水 

質 

水 

象 

土
壌
汚
染 

地
盤
沈
下 

地
形
・
地
質 

植 

物 

動 

物 

生
態
系 

景 

観 

触
れ
合
い
活
動
の
場

文
化
財 

廃
棄
物
等 

温
室
効
果
ガ
ス
等 

その他 

日
照
阻
害 

電
波
障
害 

風 

害 

光 

害 

工事 ○ ○ ○   ○ ○ △  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △     

存在 
・供用 

 
○ ○ ○ 

  
○ △

 
○ ○ ○ ○ ○ ○

 
○ ○ 

 
△ 

 
○

凡例 ◎ ：重点化項目（調査、予測及び評価を詳細に行う項目) 

○ ：標準項目（調査、予測及び評価を標準的に行う項目) 

△ ：簡略化項目(調査、予測及び評価を簡略化して行う項目) 

無記入：非選定項目(調査、予測及び評価を行わない項目) 

注 1） 

 

 

注 2) 

本事業では、地域・地権者との合意などの条件が整えば発電事業を継続して行う計画として

おり、現在のところ施設の撤去については想定していないことから、影響要因のうち「供用

終了後の影響」は選定していない。 

『工事』の廃棄物について、本事業で既設の発電所用地の太陽光パネルを更新する場合には、

この要因を含めて環境影響評価を行うものとする。 
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２ 調査、予測及び評価の手法 

環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、「長野県環境影響評価技術指針」を基に、

事業の特性及び地域の特性を考慮して選定した。 

 

2.1 大気質 

(1) 調査の手法 

≪大気質に係る現地調査地点≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪現地調査地点の選定理由≫ 

調査項目 地点番号 地点名 選定理由 

一般環境 

大気質 Ａ 東地文化センター 

計画地近傍の集落内の施設であり、集落内

における大気質の現状を把握できる地点

であるため、調査地点として選定する。 

沿道環境 

大気質 
ａ 

県道 138 号香坂中込線 

（東地地区集落付近） 

工事用車両の主要な走行ルート沿道にお

いて、計画地近傍の集落付近における大気

質の現状を把握できる地点であるため、調

査地点として選定する。 

ｂ 
計画地内市道沿い 

（既存住居付近）注） 

計画地内の工事用車両の走行ルート沿道

において、計画地内の既存住居付近におけ

る大気質の現状を把握できる地点である

ため、調査地点として選定する。 

注）ｂ地点は計画地内の既存住居付近の地点である。現在、計画地内に居住している方がいるが、太陽

光発電所の建設には既に賛同いただいている。居住を継続するかも含め、今後の対応について現在

対話しているところである。こうした状況を踏まえ、現時点では調査地点として選定する。なお、

ｂ地点は一般環境大気質の調査地点も兼ねる。 

 

≪調査項目≫ 

○一般環境大気質 

・降下ばいじん 

・二酸化窒素 

・浮遊粒子状物質 

・地上気象（風向・風速・気

温・湿度・降水量・日射量・

放射収支量） 

○沿道環境大気質 

・降下ばいじん 

・二酸化窒素 

・浮遊粒子状物質 

・地上気象（風向・風速・気

温・湿度） 
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≪現地調査内容≫ 

環境要素 調査項目 調査方法 調査頻度・時期等 

大気質 降下ばいじん 「衛生試験法・注解」（平成 27 年３月、
日本薬学会編）に定める方法 

４季／年 
（各季１ヶ月） 

二酸化窒素 「二酸化 窒 素に係る 環 境基準に つ い
て」（昭和 53 年７月、環境庁告示第 38
号）に定める方法 

４季／年 
（各季７日間連続） 

浮遊粒子状物質 「大気の 汚 染に係る 環 境基準に つ い
て」（昭和 48 年５月、環境庁告示第 25
号）に定める方法 

地上気象（風向・風速・気
温・湿度・降水量・日射量・
放射収支量） 

「地上気象観測指針」（平成 14 年３月、
気象庁）に定める方法 

○一般環境大気質 
１年間 

地上気象（風向・風速・気
温・湿度） 

「地上気象観測指針」（平成 14 年３月、
気象庁）に定める方法 

○沿道環境大気質 
４季／年 
（各季７日間連続） 

 

(2) 予測の手法 

≪大気質に係る予測手法（工事による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等

工 事 に よ
る影響 

運 搬 
（ 機 材 ・ 資
材・廃材等） 
 

工事用車両の走行
に伴い発生する二
酸化窒素、浮遊粒
子状物質注） 

大気拡散式（プ
ルーム式・パフ
式）により予測
する方法 

現地調査地点に
準じる 

工事用車両の走
行台数が最大と
なる時期 

粉じん注） 類似事例の引用も
しくは解析により
予測する方法 

土地造成 
（ 切 土 ・ 盛
土） 

建設機械の稼働に
伴い発生する二酸
化窒素・浮遊粒子
状物質 

大気拡散式（プ
ルーム式・パフ
式）により予測
する方法 

計画地及びその
周辺 

建設機械の稼働
の影響が最大と
なる時期 

掘 削 

粉じん ユニット法によ
り降下ばいじん
量を予測する方
法 

工事箇所の近傍
に位置する住居
等 

降下ばいじんの
影響が最大とな
る時期 

廃材・残土等
の発生・処理 

送電線（地下
埋設）の設置 

工事用車両の走行に
伴い発生する二酸化
窒素、浮遊粒子状物
質、粉じん注） 

運搬に係る工事用
車両の走行に伴い
発生する二酸化窒
素、浮遊粒子状物
質、粉じんと同様と
する。 

現地調査地点に
準じる。 
 

工事用車両の走
行台数が最大と
なる時期 

建設機械の稼働に伴
う発生する二酸化窒
素、浮遊粒子状物質、
粉じん 

施工計画及び環境
保全措置の内容を
踏まえて予測す
る。 

地下埋設工事範
囲及びその周辺 

建設作業騒音の
影響が生じる時
期 

注）工事用車両の走行に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質、粉じんは、計画地の工事及び送電線（地下

埋設）の設置工事の運搬（機材・資材・廃材等）に係る工事用車両を対象に予測を行う。 
 

(3) 評価の手法 

ア 環境に対する影響緩和の観点 

大気質に係る環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、環境保全へ

の配慮が適正になされているか評価する。 
 

イ 環境保全のための目標等との整合の観点 

大気の汚染に係る環境基準等を環境保全目標として、その目標との整合が図られている

か否か評価する。 
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2.2 騒 音  2.3 振動  2.4 低周波音 

(1) 調査の手法 

≪騒音・振動、低周波音に係る現地調査地点≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪現地調査地点の選定理由≫ 

調査項目 地点番号 地点名 選定理由 

環境騒音 

総合振動 

低周波音 

Ａ 東地文化センター 

計画地近傍の集落内の施設であり、集落内にお

ける騒音・振動・低周波音の現状を把握できる

地点であるため、調査地点として選定する。 

道路交通騒音 

道路交通振動 

地盤卓越振動数 

交通量 

ａ 
県道 138 号香坂中込線 

（東地地区集落付近） 

工事用車両の主要な走行ルート沿道におい

て、計画地近傍の集落付近における騒音・

振動の現状を把握できる地点であるため、

調査地点として選定する。 

ｂ 

計画地内市道沿い 

（既存住居付近）注） 

計画地内の工事用車両の走行ルート沿道におい

て、計画地内の既存住居付近における騒音・振

動の現状を把握できる地点であるため、調査地

点として選定する。 

低周波音 

B 

計画地内の既存住居付近における低周波音の現

状を把握できる地点であるため、調査地点とし

て選定する。 
注）ｂ、Ｂ地点は計画地内の既存住居付近の地点である。現在、計画地内に居住している方がいるが、太陽光発電所

の建設には既に賛同いただいている。居住を継続するかも含め、今後の対応について現在対話しているところで

ある。こうした状況を踏まえ、現時点では調査地点として選定する。なお、ｂ地点は環境騒音・総合振動の調査

地点も兼ねる。 

 

≪現地調査内容≫ 

環境要素 調査項目 調査方法 調査頻度・時期等 

騒音・振動 
低周波音 

環境騒音 
道路交通騒音 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10
年 9 月、環境庁告示第 64 号）に定める方法

１回（24 時間連続）

総合振動 
道路交通振動 

「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11 月、
総理府令第 58 号）に定める方法 

１回（24 時間連続）

低周波音 「低周波音の測定方法に関するマニュアル」
（平成 12 年 10 月、環境庁大気保全局）に
定める方法 

１回（24 時間連続）

地盤卓越振動数 「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年
度版）」（平成 25 年３月、国土交通省国土技
術政策総合研究所）に定める方法 

１回 

交通量 ハンドカウンターを用いて車種別（大型車、
小型車、自動二輪車）、方向別、時間帯別）に
カウントする方法 

１回（24 時間連続）

≪調査項目≫ 

・環境騒音・総合振動 

・低周波音 

・道路交通騒音・振動 

・地盤卓越振動数 

・交通量 

● 環境騒音・総合振動調査地点（地点Ａ） 

○ 道路交通騒音・振動地盤卓越振動数、 

交通量調査地点（地点ａ、ｂ） 

● 低周波音調査地点（地点Ａ、Ｂ） 
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(2) 予測の手法 

≪騒音・振動に係る予測手法（工事による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等

工 事 に よ
る影響 

運搬（機材・
資材・廃材等） 

工事用車両の
走行に伴う道
路交通騒音注）

日本音響学会提案
式（ASJ RTN- 
Model 2018）に
より予測する方法

現地調査地点
に準じる 

工 事 用 車 両 の
走 行 台 数 が 最
大となる時期 

工事用車両の
走行に伴う道
路交通振動注）

「道路環境影響評
価の技術手法によ
る道路交通振動の
予測式により予測
する方法 

土地造成 
（切土・盛土） 

建設作業騒音
・振動 

伝 搬 理 論 式 に
よ り 予 測 す る
方法 

計画地及びそ
の周辺 

建 設 作 業 騒 音
の 影 響 が 最 大
となる時期 掘削 

樹木の伐採 
廃材・残土等 
の発生・処理 
送電線（地下
埋設）の設置 

工事用車両の
走行に伴う道
路交通騒音・
振動注） 

運搬に係る工事
用車両の走行に
伴う道路交通騒
音・振動と同様と
する。 

現地調査地点
に準じる。 
 

工 事 用 車 両 の
走 行 台 数 が 最
大となる時期 

建設作業騒音
・振動 

施工計画及び環
境保全措置の内
容を踏まえて予
測する。 

地下埋設工事
範囲及びその
周辺 

建 設 作 業 騒 音
の 影 響 が 生 じ
る時期 

注）工事用車両の走行に伴う道路交通騒音・振動は、計画地の工事及び送電線（地下埋設）の
設置工事の運搬（機材・資材・廃材等）に係る工事用車両を対象に予測を行う。 

 

≪騒音・振動、低周波音に係る予測手法（存在・供用による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等

存 在 ・ 供
用 に よ る
影響 

騒音・振動、
低周波音の発
生 

パ ワ ー コ ン
ディショナ等
の稼働に伴う
騒音・振動・
低周波音 

伝 搬 理 論 式 に
よ り 予 測 す る
方法 

計画地及びそ
の周辺 

施 設 の 稼 働 が
定 常 状 態 と な
る時期 

 

(3) 評価の手法 

ア 環境に対する影響緩和の観点 

騒音・振動・低周波音に係る環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減さ

れ、環境保全への配慮が適正になされているか評価する。 

 

イ 環境保全のための目標等との整合の観点 

騒音に係る環境基準及び騒音規制法の規制基準を環境保全目標として、その目標との整

合が図られているか否か評価する。 

振動規制法の要請限度・規制基準を環境保全目標として、その目標との整合が図られて

いるか否か評価する。 

「A.T.moorhouse 他が提案している低周波音問題の有無を判定するための限界曲

線」等を参考に環境保全目標を設定し、その目標との整合が図られているか否か評価する。 
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2.5 水 質 

(1) 調査の手法 

≪水質に係る現地調査地点≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪現地調査地点の選定理由≫ 

調査項目 地点番号 選定理由 

浮遊物質量 
水素イオン濃度 
河川流量 

№1 
計画地より上流の香坂川の水質・流量の状況を
把握するために選定する。 

№2～5 
計画地から香坂川に流入する水路の水質・流
量の状況を把握するために選定する。 

№6 
計画地から香坂川に流入する水路が合流した
後の香坂川の水質・流量の状況を把握するた
めに選定する。 

№7～９ 

計画地から香坂川に流入する水路の水質・流
量の状況を把握するために選定する。 
【方法書（再実施前）に対する知事意見を考
慮して選定する地点である。】 

水道水質検査項目 
（pH、濁度等10項目） 

香坂の湧水 
計画地内南西部に通称「香坂の湧水」が存在
するため選定する。 

土質の状況 計画地内の改変予定区域で 
３地点程度 
（土質を考慮して設定する）

計画地内の濁水の発生源となる土壌の状況
を把握するために選定する。 

水生生物 
「2.10 動物」の底生生物の調
査地点参照 

「2.10 動物」の底生生物の調査地点の選
定理由参照。 

 

≪調査項目≫ 

・浮遊物質量（SS） 

・水素イオン濃度（pH） 

・河川流量 

・土質の状況（粒度分析及

び沈降試験） 

・水生生物 
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≪現地調査内容≫ 

環境要素 調査項目 調査方法 調査頻度・時期等 

水 質 平常時 浮遊物質量 

水素イオン濃度

「水質汚濁に係る環境基準につい

て」（昭和 46 年 12 月、環境庁告

示第 59 号）に定める方法 

年６回 

河川流量 JIS K0094 に基づく方法、もしく

は「建設省河川砂防技術基準（案）

同解説、調査編」に定める方法 

降雨時 浮遊物質量 

水素イオン濃度

「水質汚濁に係る環境基準につい

て」に定める方法 

年２回（日常的な降

雨時及び豪雨時） 

河川流量 JIS K0094 に基づく方法、もしく

は「建設省河川砂防技術基準（案）

同解説、調査編」に定める方法 

水道水質検査項目 

（pH、濁度等 10 項目）

「水道法」（昭和 32 年６月、法律

第 177 号）４条の水質基準に定

める方法 

１回 

土質の状況 粒度分析及び土壌沈降試験による方法 １回 

水生生物 定性採集法、定量採集法 

（「2.10 動物」の魚類、底生生物

の調査として実施） 

早春、春季、夏季、

秋季 

 

(2) 予測の手法 

≪水質に係る予測手法（工事による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等

工事による
影響 

土地造成 
（切土・盛土） 

土砂による
水の濁り 

土質の状況の調
査結果、事業計画
に基づく環境保
全措置等を踏ま
えて、調整池等か
ら放流される雨
水排水の濃度を
予測する方法 

調整池等沈砂施
設の出口（計画
地内の９ヶ所の
調整池の排水口
等）及びその排
水先である香坂
川の下流側の地
点（№6） 

工 事 の 実 施 に
よ る 影 響 が 最
大となる時期 

掘 削 

コンクリー
ト工事によ
るアルカリ
排水 

コンクリート工
事時のアルカリ
排水の抑制対策
に基づき、定性的
に予測する方法 

調整池等沈砂施
設の出口（計画
地内の９ヶ所の
調整池の排水口
等）及びその排
水先である香坂
川の下流側の地
点（№6） 

 

(3) 評価の手法 

ア 環境に対する影響緩和の観点 

水質に係る環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、環境保全への

配慮が適正になされているか評価する。 

 

イ 環境保全のための目標等との整合の観点 

「降雨時の現況の水質を悪化させないこと」を環境保全目標として、その目標との整合

が図られているか否か評価する。 
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2.6 水 象 

(1) 調査の手法 

≪水象に係る現地調査地点≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

≪現地調査地点の選定理由≫ 

調査項目 地点番号 選定理由 

河川流量 
№1 

計画地より上流の香坂川の流量の状況を把握するために選
定する。 

№2～5 
計画地から香坂川に流入する水路の流量の状況を把握す
るために選定する。 

№6 
計画地から香坂川に流入する水路が合流した後の香坂川の
流量の状況を把握するために選定する。 

№7～９ 

計画地から香坂川に流入する水路の流量の状況を把握す
るために選定する。 
【方法書（再実施前）に対する知事意見を考慮して選定
する地点である。】 

地下水位 
観測井 

（K-1,2） 

地下水の分布や流動等の賦存状況を把握するために計画
地の下流側に２地点を選定する。 
【方法書（再実施前）に対する知事意見を考慮して選定
する地点である。】 

既存井戸 
（ａ～ｈ） 

計画地近傍の集落内における既存井戸の水位の状況を把
握するために８地点を選定する。 

水道水源 
（湧水、深井戸水） 

香坂の湧水 

計画地北西側及び西側に近接して水道水源（湧水、深井
戸水）が、計画地内南西部に通称「香坂の湧水」が存在
するため選定する。 

ボーリング地点 
（1～16） 

ボーリング調査地点は、計画地内の標高を考慮して、パ
ネル設置範囲や調整池設置範囲を中心に選定する。 

利水及び 
水面利用等 水道水源 

（湧水、深井戸水） 
香坂の湧水、香坂川等

計画地北西側及び南側に近接して水道水源（湧水、深井
戸水）が、計画地内南東部に通称「香坂の湧水」が存在
するため選定する。 
また、計画地から流下する水路等が合流する香坂川には
第５種共同漁業権が設定されているため選定する。 

 

 

 

 

≪調査項目≫ 

・河川流量 

・地下水位 

・利水及び水面利用等 

流量調査地点（№1～№9）
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≪現地調査内容≫ 

環境要素 調査項目 調査方法 調査頻度・時期等 

水 象 河川流量 JIS K0094 に基づく方法、もしく
は「建設省河川砂防技術基準（案）
同解説、調査編」に定める方法 

平常時：年６回 
降水時：年２回（日常的な降水

時及び豪雨時） 

地下水位 観測井を設け自記式水位計により、
地下水位を測定する方法 

１年間(連続) 
 

水位測定器により既存井戸の水位
を測定する方法 

月１回／１年間 

既存文献等又は聞き取りを参考に、
水道水源（湧水、深井戸水）、香坂
の湧水の水位、水量を確認する方法

１回 

ボーリング調査により帯水層や孔
内水位を確認する方法 

１回 

降水量 詳細は「2.1 大気質」を参照 １年間(毎時) 

利 水 及 び
水 面 利 用
等 

既存文献等又は聞き取りを参考に、
水道水源（湧水、深井戸水）、香坂
の湧水、香坂川等の利水及び水面利
用等を確認する方法 

１回 

 

(2) 予測の手法 

≪水象に係る予測手法（工事による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等

工事による
影響 

土地造成 
（切土・盛土） 

河川流量 
地下水位 
利水及び水
面利用等 

集水域の土地利
用と事業計画と
を 重 ね 合 わ せ
て、集水面積、
雨水浸透量の変
化を予測し、河
川水量、地下水
位並びに利水及
び水面利用等へ
の影響を把握す
る方法 

土地造成、樹木
伐採、掘削の影
響が及ぶ範囲 

土地造成、樹木
伐採、掘削の実
施 中 及 び 完 了
後 

樹木の伐採 

掘 削 

 

水象に係る予測手法（存在・供用による影響） 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等

存在・供用
による影響 

地形改変 河川流量 
地下水位 
利水及び水
面利用等 

集 水 域 の 土 地
利用と事業計画
とを重ね合わせ
て、集水面積、
雨水浸透 
量の変化を予測
し、河川水量、
地下水位並びに
利水及び水面利
用等への影響を
把握する方法 

地形改変、樹木
伐採、工作物の
存在、緑化の影
響が及ぶ範囲 

工事完了後 

樹木伐採後の 
状態 

工作物の存在 

緑 化 

 

(3) 評価の手法 

ア 環境に対する影響緩和の観点 

水象に係る環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、環境保全への

配慮が適正になされているか評価する。 
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2.7 土壌汚染 

(1) 調査の手法 

≪現地調査内容≫ 

・土壌汚染は、地歴調査において土壌汚染のおそれがないことを確認できなかった場合に現地

調査を行う。 

・現地調査を行う場合の内容は下表に示すとおりである。現地調査地点は計画地内とする。 
 
環境要素 調査項目 調査方法 調査頻度・時期等 

土壌汚染 地歴調査 地形図、住宅地図、土地登記簿、聴き取
り、現地踏査等により把握する方法 

１回 

土壌汚染に係る
環 境 基 準 項 目
（重金属等） 

「土壌の汚染に係る環境基準について」
（平成３年８月、環境庁告示第 46 号）に
定める方法 

１回 

ダイオキシン類 「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マ
ニュアル」（平成 21 年３月、環境省水・
大気環境局土壌環境課）に定める方法 

注)地歴調査において土壌汚染のおそれがないことを確認できなかった場合に、本表のとおり現地調査を

行うこととする。 

 

(2) 予測の手法 

≪土壌汚染に係る予測手法（工事による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等

工 事 に よ
る影響 

土地造成（切
土・盛土） 

汚染土壌の有
無及び移動 

施 工 計 画 に よ
り 予 測 す る 方
法 

計画地内 土 地 造 成 （ 切
土・盛土）、掘
削の施工時 掘 削 

 

≪土壌汚染に係る予測手法（存在・供用による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等

存 在 ・ 供

用 に よ る

影響 

太陽光パネル

等の交換・廃

棄 

太陽光パネル

等の破損時の

含有物質の流

出や破損した

パネル等の交

換・廃棄によ

る土壌への影

響及び程度 

環 境 保 全 措 置

に よ り 予 測 す

る方法 

計画地内 工事完了後 

 

 (3) 評価の手法 

ア 環境に対する影響緩和の観点 

土壌汚染に係る環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、環境保全

への配慮が適正になされているか評価する。 

 

イ 環境保全のための目標等との整合の観点 

土壌汚染に係る環境基準等を環境保全目標として、その目標との整合が図られているか

否かを評価する。 
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2.8 地形・地質 

(1) 調査の手法 

≪地形・地質に係る現地調査地点≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪現地調査地点の選定理由≫ 

調査項目 選定理由 

地形、地質 
（ボーリング調査） 

ボーリング調査地点は、計画地内の標高を考慮して、パネル設置範囲や調
整池設置範囲を中心に選定する。 

 

≪現地調査内容≫ 

環境要素 調査項目 調査方法 調査頻度・時期等

地形・地質（地形、
地質、土地の安定性） 

地形、地質 ボーリング調査による方法 １回 

土地の安定性 既存文献等又は聞き取りを参考に、
現地踏査により、地形の状況、危険
箇所及び災害履歴等を確認する方法 

１回 

 

(2) 予測の手法 

≪地形・地質に係る予測手法（工事による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等

工事によ
る影響 

土 地 造 成
( 切 土 ・ 盛
土) 

地 形 、 地
質 、 土 地
の安定性 

地形・地質は、調査結果と事
業計画とを重ね合わせて、地
形・地質の変化の程度を予測。
土地の安定性は、土質工学的
手法により予測する方法 

調査地域に
準じる 

土地造成、樹
木伐採、掘削
の実施中及び
完了後 樹木の伐採

掘 削 
 

≪地形・地質に係る予測手法（存在・供用による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等

存在・供
用 に よ
る影響 

地形改変 土 地 の 安
定性 

土質工学的手法により予測す
る方法 

調査地域に
準じる 

工事完了後 

樹木 伐採 後
の状態 

緑化 
 

(3) 評価の手法 

ア 環境に対する影響緩和の観点 

地形・地質に係る環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、環境保

全への配慮が適正になされているか評価する。 

≪調査項目≫ 

地形、地質、 

土地の安定性 



- 43 - 

2.9 植 物 

(1) 調査の手法 

≪植物に係る現地調査地点≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

≪現地調査内容≫ 

環境要素 調査項目 調査方法 調査頻度・時期等 

植物 

・植物相 

・植生 

・土壌 

・注目すべき個

体、集団、種

及び群落 

・保全機能等 

植物相 調査範囲を踏査し、目視により種子植物及びシ

ダ植物を基本とした出現種(外来植物を含む)

を記録する方法注） 

（現地での同定が困難なものは、個体数に留意

しながら標本を採取し同定する） 

４季各１回 

（春季、初夏季、夏

季、秋季） 

植生 植物社会学的手法、群落組成表・現存植生図の

作成による方法 

３季各１回 

(春季､夏季､秋季) 

土壌 植物調査に基づき、分類、構造及び土壌生産力等

を推定し、現地調査により確認する方法 

１季１回 

（夏季～秋季） 

注目すべき個

体、集団、種

及び群落 

注目すべき個体、集団（地上約 130 ㎝で幹

周 300 ㎝以上の大径木を含む）、種及び群落

が確認された場合に、生育地の日照条件、土壌

条件、水分条件、斜面方位、周辺植生等を確認

する方法 

４季各１回 

（春季、初夏季、夏

季、秋季） 

保全機能等 既存文献等を参考に、地形・地質、水象、植物、

動物、生態系、触れ合い活動の場等の調査に基

づき、植生の有する保全機能等を推測する方法 

1 回 

注）踏査ルートは、林道や尾根、沢を中心に、日照・水分条件等の異なる場所を可能な限り網羅するように設定する。
 

≪現地調査地点（植生）の選定理由≫ 

調査項目 選定理由 

植生 ・植物群落を網羅的に把握できるよう、群落調査地点を選定する。 

・地点選定にあたっては、環境の違いが把握できるよう留意する。 

注)調査地点は、現地踏査により把握した植物群落の状況を踏まえて設定したものである。 

≪調査項目≫ 

植物相、植生、土壌、

注目すべき個体、集

団、種及び群落、保全

機能等 

動植物調査地域及び植生調査地点 
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(2) 予測の手法 

≪植物に係る予測手法（工事による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 
予測地域 
・地点 

予測対象 
時期等 

工事によ
る影響 

土 地 造 成
( 切 土 ・ 盛
土) 

植物 
・植物相 
・植生 
・土壌 
・注目すべき個体、

集団、種及び群落
・保全機能等 

直接的・間接
的影響による
変化の程度又
は消滅の有無
について、事
業計画との重
ね合わせ、類
似事例等によ
り予測する方
法 

調査地域に準
じる 

土地造成、樹木
伐採、掘削の実
施 中 及 び 完 了
後 

樹木の伐採

掘 削 

 

≪植物に係る予測手法（存在・供用による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 
予測地域 
・地点 

予測対象 
時期等 

存在・供
用 に よ
る影響 

地形改変 植物 
・植物相 
・植生 
・土壌 
・注目すべき個体、

集団、種及び群落
・保全機能等 

直接的・間接
的影響による
変化の程度又
は消滅の有無
について、事
業計画との重
ね合わせ、類
似事例等によ
り予測する方
法 

調査地域に準
じる 

工事完了後 

樹 木 伐 採 後
の状態 

工 作 物 の 存
在 

緑 化 

 

(3) 評価の手法 

ア 環境に対する影響緩和の観点 

植物に係る環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、環境保全へ

の配慮が適正になされているか評価する。 
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2.10 動 物 

(1) 調査の手法 

≪動物（哺乳類）に係る現地調査地点≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪現地調査内容（哺乳類）≫ 

環境要素 調査項目 調査方法 調査頻度・時期等 

動物 

・動物相 

・注目すべき種

及び個体群 

哺乳類 任意観察法 

フィールドサイン法 

シャーマントラップ法 

モールトラップ法又は墜落缶法 

ヤマネ､モモンガに係る巣箱調査法

センサーカメラ調査法 

コウモリ類に係るバッドディテ

クター調査法及び捕獲調査法 

春季、夏季、秋季、冬季 

 

≪現地調査地点（哺乳類）の選定理由≫ 

調査項目 選定理由 

哺乳類 ・シャーマントラップ、モールトラップ等の地点は食痕や巣穴等を確認した

場所を適宜選定する。 

・巣箱の地点はヤマネ、モモンガの利用を想定し、周囲の餌資源等の状況か

ら巣箱を利用する可能性がある場所を選定する。 

・センサーカメラの地点は、フィールドサイン（足跡、フン、巣穴等）を確

認した場所を選定する。 

・かすみ網の地点は、コウモリ類の利用が見込まれる林道上、小河川付近等

を選定する。 

 

哺乳類調査地点（ｼｬｰﾏﾝﾄﾗｯﾌﾟ､ﾓｰﾙﾄﾗｯﾌﾟ､ﾋﾟｯﾄﾎｰﾙ､巣箱､ｾﾝｻｰｶﾒﾗ､かすみ網） 
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≪動物（鳥類）に係る現地調査地点≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※希少猛禽類は、計画地から500ｍ程度の範囲とし、調査結果に応じて適宜、調査範囲を拡大する。 

 

≪現地調査内容（鳥類）≫ 

環境要素 調査項目 調査方法 調査頻度・時期等 

動物 
・動物相 
・注目すべき種

及び個体群 

鳥類（希少猛
禽類以外） 

ラインセンサス法 
任意観察法 
夜行性鳥類の鳴き声調査法 

春季、繁殖期、秋季、冬
季 

鳥類（希少猛
禽類） 

行動圏調査法 

営巣木調査法 
繁殖状況調査法 

行動圏調査、営巣木調査
：１月から 12 月（月１
回３日間程度）１日８時
間程度 
繁殖状況調査：４月～８
月（月２回、各１時間程
度） 

 

≪現地調査地点（鳥類）の選定理由≫ 

調査項目 選定理由 

鳥類（希少猛禽
類以外） 

・様々な環境に生息する鳥類を把握できるよう、調査地の環境を網羅するよ
うにセンサスルートを選定する。 

 

鳥類（希少猛禽類※以外）調査地点（センサスルート） 
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≪動物（昆虫類）に係る現地調査地点≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪現地調査内容（昆虫類）≫ 

環境要素 調査項目 調査方法 調査頻度・時期等 

動物 
・動物相 
・注目すべき種 
 及び個体群 

昆虫類 任意採集法、直接観察法（特
にチョウ類は、成虫の出現時
期に留意して調査し、注目す
べき種の確認位置・個体数・
食草の分布を把握する） 
ライトトラップ法 
ベイトトラップ法 

春季、初夏季、夏季、秋季

 

≪現地調査地点（昆虫類）の選定理由≫ 

調査項目 選定理由 

昆虫類 ・チョウ類は、農地・森林・草地の各環境を網羅するようにセンサスルート
を選定する。 

・ライトトラップ、ベイトトラップは、様々な環境に生息する昆虫類を把握
できるよう、調査地の環境を網羅するように選定する。 

 

 

 

 

 

 

昆虫類調査地点（ﾁｮｳ類ｾﾝｻｽﾙｰﾄ､ﾗｲﾄﾄﾗｯﾌﾟ､ﾍﾞｲﾄﾄﾗｯﾌﾟ） 
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≪動物（魚類）に係る現地調査地点≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪現地調査内容（魚類、底生動物、淡水産貝類）≫ 

環境要素 調査項目 調査方法 調査頻度・時期等 

動物 
・動物相 
・注目すべき種 
 及び個体群 

魚類、底生動物、
淡水産貝類 

定性採集法 
定量採集法 

早春、春季、夏季、秋季 

 

≪現地調査地点（魚類）の選定理由≫ 

調査項目 選定理由 

魚類 ・魚類は、計画地から流下する支川及びその合流地点周辺、目視により魚類
の生息を確認した地点を選定する。 

 

 

 

魚類調査地点 
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≪動物（底生動物、淡水産貝類）に係る現地調査地点≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪現地調査内容（魚類、底生動物、淡水産貝類）≫ 

環境要素 調査項目 調査方法 調査頻度・時期等 

動物 
・動物相 
・注目すべき種 
 及び個体群 

魚類、底生動物、
淡水産貝類 

定性採集法 
定量採集法 

早春、春季、夏季、秋季 

 

≪現地調査地点（底生動物及び淡水産貝類）の選定理由≫ 

調査項目 選定理由 

底生動物、 
淡水産貝類 

・底生動物及び淡水産貝類は、計画地から流下する支川及びその合流地点周
辺を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

底生動物及び淡水産貝類調査地点 
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≪動物（陸産貝類）に係る現地調査地点≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪現地調査内容（陸産貝類）≫ 

環境要素 調査項目 調査方法 調査頻度・時期等 

動物 
・動物相 
・注目すべき種 
 及び個体群 

陸産貝類 任意観察法 春季、夏季、秋季 

 

≪現地調査地点（陸産貝類）の選定理由≫ 

調査項目 選定理由 

陸産貝類 ・様々な環境に生息する貝類を把握できるよう、調査地の環境を網羅するよ
うに選定する（陸産貝類の生息があまり見込めないカラマツ林、アカマツ
林を除く）。 

 

 

なお、爬虫類・両生類については、任意調査により以下の内容を行う。 

 

≪現地調査内容（爬虫類・両生類）≫ 

環境要素 調査項目 調査方法 調査頻度・時期等 

動物 
・動物相 
・注目すべき種

及び個体群 

爬虫類・ 
両生類 

直接観察法 
夜間調査法 

早春、春季、夏季、秋季

 

 

陸産貝類調査地点 
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(2) 予測の手法 

≪動物に係る予測手法（工事による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 
予測地域 
・地点 

予測対象 
時期等 

工事によ
る影響 

運搬(機材・
資 材 ・ 廃 材
等) 

動物 
・動物相 
・注目すべき種

及び個体群 

直接的・間接的影
響による変化の程
度又は消滅の有無
について、事業計
画 と の 重 ね 合 わ
せ、類似事例等に
より予測する方法 

調 査 地 域 に
準じる 

運搬、土地造成
工 事 、 樹 木 伐
採、掘削の実施
中及び完了後 土地造成(切

土・盛土) 

樹木の伐採 

掘削 

 

≪動物に係る予測手法（存在・供用による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 
予測地域 
・地点 

予測対象 
時期等 

存在・供
用 に よ
る影響 

地形改変 動物 
・動物相 
・注目すべき種

及び個体群 

直接的・間接的影
響による変化の程
度又は消滅の有無
について、事業計
画 と の 重 ね 合 わ
せ、類似事例等に
より予測する方法 

調 査 地 域 に
準じる 

工事完了後 

樹木伐採後の
状態 

工作物の存在 

緑化 

騒音・振動等
の発生 

施 設 の 稼 働 が
定 常 状 態 と な
る時期 

 

(3) 評価の手法 

ア 環境に対する影響緩和の観点 

動物に係る環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、環境保全へ

の配慮が適正になされているか評価する。 
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2.11 生態系 

(1) 調査の手法 

生態系の項目では、原則として生態系独自の現地調査は想定せず、植物、動物その他項

目の調査結果を用い、これらを解析することで行う。 

 

(2) 予測の手法 

≪生態系に係る予測手法（工事による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等 

工事によ
る影響 

運搬(機材・資
材・廃材等) 

生態系 直接的・間接的影響に
よる変化の程度又は消
滅の有無について、事
業 計 画 と の 重 ね 合 わ
せ、類似事例等により
予測する方法 

植物、動物、
その他項目の
調査地域に準
じる 

運搬、土地造成
工 事 、 樹 木 伐
採、掘削の実施
中及び完了後 

土地造成( 切
土・盛土) 

樹木の伐採 

掘 削 

 

≪生態系に係る予測手法（存在・供用による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等 

存在・供
用 に よ
る影響 

地形改変 生態系 
 

直接的・間接的影響に
よる変化の程度又は消
滅の有無について、事
業 計 画 と の 重 ね 合 わ
せ、類似事例等により
予測する方法 

植物、動物、
その他項目の
調査地域に準
じる 

工事完了後 

樹木伐採後の
状態 

工作物の存在 

緑 化 

騒音・振動等
の発生 

施設の稼働が定常
状態となる時期 

 

(3) 評価の手法 

ア 環境に対する影響緩和の観点 

生態系に係る環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、環境保全

への配慮が適正になされているか評価する。 
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2.12 景 観 

(1) 調査の手法 

≪景観に係る現地調査地点≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

≪現地調査内容（主要な眺望景観）≫ 

環境要素 調査方法 調査頻度・時期等 

景観 現地踏査及び写真撮影による方法 ４回／年（春季、夏季、秋季、冬季）
 

≪現地調査地点（主要な眺望景観）≫ 

地点 

番号 

区

分 
地点名 標高 

計画地との 

位置関係 
可視注） 

状況 

選定

結果
方位 距離 

① 
近

景 

上信越自動車道（上り線） 約920m 西南西 0.1km未満 ○ ○ 

② 上信越自動車道（下り線） 約910m 南南東 0.1km未満 ○ ○ 

③ 東地集落市道脇 約860m 南西 約0.3km ○ ○ 

④ 中

景 

香坂川左岸道路 約890m 南 約0.6km ○ ○ 

⑤ 香坂ダム左岸 約840m 西南西 約1.5km ○ ○ 

⑥ 

遠

景 

八風山山頂 約1,300m 東北東 約2.5km × － 

⑦ 閼伽流山見晴台 約965m 西 約2.5km × － 

⑧ 矢川峠 約1,200m 東 約3.0km × － 

⑨ 志賀城址 約740m 南西 約4.0km × － 

⑩ 物見山山頂 約1,400m 南東 約4.0km × － 

⑪ 内山牧場キャンプ場 約1,200m 南東 約5.0km × － 

注）〇：配慮書における景観の状況の調査結果より、調査地点から計画地を眺望できる。 

×：配慮書における景観の状況の調査結果より、樹木、山体の存在により調査地点から計画地を眺望で

きない。なお、⑥八風山山頂については、配慮書において景観の状況の調査結果を載せていないが、

現地踏査により、樹林等の存在により調査地点から計画地を眺望できないことを確認している。 

・現地調査地点は、計画地及びその周辺

における、不特定多数の人による利用

がある観光地・レジャースポットなど

の主要な眺望地点や、来訪者が利用す

る動線として計画地南側に隣接する高

速道路（上信越自動車道）、地域住民

の居住地等として計画地南側の集落や

集落内の道路、集落付近に位置する香

坂ダム等の近隣の生活空間からの計画

地に向けた景観を考慮して、11 地点

を選定した。 

・これらの地点では、配慮書時点におい

て景観の状況（計画地の可視状況等）

を確認しているため、その結果を踏ま

えて５地点を選定した。 

● 主要な眺望地点（①～⑪） 
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(2) 予測の手法 

≪景観に係る予測手法（工事による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等

工 事 に よ
る影響 

土地造成（切
土・盛土） 

・景観資源及
び構成要素
の変化の程
度又は消滅
の有無 

・主要な眺望
景観の変化
の程度 

対 象 事 業 計 画
と の 重 ね 合 わ
せ、フォトモン
タ ー ジ ュ 法 に
よ り 予 測 す る
方法 

景観資源・構成
要素： 
計画地及びそ
の周辺 
 
主要な景観： 
調査地点に準
じる 

土 地 造 成 工 事
等 の 影 響 が 最
大となる時期 

 

≪景観に係る予測手法（存在・供用による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等

存 在 ・ 供
用 に よ る
影響 

地形改変 ・景観資源及
び構成要素
の変化の程
度又は消滅
の有無 

・主要な眺望
景観の変化
の程度 

対 象 事 業 計 画
と の 重 ね 合 わ
せ、フォトモン
タ ー ジ ュ 法 に
よ り 予 測 す る
方法 

景観資源・構成
要素： 
計画地及びそ
の周辺 
 
主要な景観： 
調査地点に準
じる 

工事完了後 

樹木伐採後の 
状態 

工作物の存在 

緑化 

 

(3) 評価の手法 

ア 環境に対する影響緩和の観点 

景観に係る環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、環境保全への

配慮が適正になされているか評価する。 

 

イ 環境保全のための目標等との整合の観点 

佐久市景観計画を環境保全目標として、その目標との整合が図られているか否か評価す

る。 
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2.13 触れ合い活動の場 

(1) 調査の手法 

≪触れ合い活動の場に係る現地調査地点≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪現地調査内容≫ 

環境要素 調査項目 調査方法 調査頻度・時期等

触れ合い活動の場 触れ合い活動の
場の分布 

既存文献等又は聞き取りを行い、現
地踏査により場所を確認する方法 

１回 

利用状況・資源
状況・周辺環境
の情報 

既存文献等又は聞き取りを行い、現
地踏査・写真撮影等により状況を確
認する方法 

１回／年（春季～
秋季） 

 

≪現地調査地点の設定理由≫ 

調査項目 地点番号 地点名 設定根拠 

触れ合い活動の場
の 分 布 、 利 用 状
況・資源状況・周
辺環境の情報 

１ 計画地内 計画地内の触れ合いの場の分布
等を把握するため、調査地点と
して選定する。 

２ 河川（香坂川） 計画地の近 傍に位置す る河川
（香坂川）における触れ合い活
動の場の分 布等を把握 するた
め、調査地点として選定する。

３ 妙義荒船佐久高原国定公園 計画地の近傍に位置する国定公
園は触れ合い活動の場としても
重要であるため、調査地点とし
て選定する。 

 

 

 

 

≪調査項目≫ 

触れ合い活動の場の分布、

利用状況・資源状況・周辺

環境の情報 
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(2) 予測の手法 

≪触れ合い活動の場に係る予測手法（工事による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 
予測地域 

・地点 

予測対象 

時期等 

工事によ

る影響 

運搬（機材・

資 材 ・ 廃 材

等） 

利 用 性 の

変 化 の 程

度 

工事用車両の通行によ

るアクセス路への影響

を、事業計画から把握

する方法 

アクセス路へ

の影響を適切

に把握できる

地点 

工 事 用 車 両 の

走 行 台 数 が 最

大となる時期 

送電線（地下

埋設）の設置 

土地造成(切

土・盛土) 

触 れ 合 い

活 動 の 場

の 改 変 の

程度、 

快 適 性 の

変 化 の 程

度 

改変の程度は、触れ合

いの活動の場の位置と

事業計画を重ね合わせ

て、改変の程度や内容

を把握する方法 

快 適 性 の 変 化 の 程 度

は、騒音の変化、景観

の変化等事業計画より

考えられる影響要因を

抽出し、環境の変化の

程度や内容を把握する

方法 

触れ合い活動

の場への影響

を適切に把握

できる地点 

土地造成工事、

樹木伐採、掘削

の 実 施 中 及 び

完了後 
樹木の伐採 

掘削 

 

≪触れ合い活動の場に係る予測手法（存在・供用による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 
予測地域 
・地点 

予測対象 
時期等 

存在・供
用 に よ
る影響 

地形改変 快 適 性 の
変 化 の 程
度 

騒音の変化、景観の変
化等事業計画より考え
られる影響要因を抽出
し、環境の変化の程度
や内容を把握。 

触れ合い活動
の場への影響
を適切に把握
できる地点 

工事完了後 

樹木の伐採 

工作物の存在 

緑化 

騒音・振動等
の発生 

施 設 の 稼 働 が
定 常 状 態 と な
る時期 

 

(3) 評価の手法 

ア 環境に対する影響緩和の観点 

触れ合い活動の場に係る環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、

環境保全への配慮が適正になされているか評価する。 
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2.14 文化財 

(1) 調査の手法 

地域の概況の調査（予備調査）の結果、計画地内に埋蔵文化財が存在している可能性が

確認されたため、調査地域は埋蔵文化財に影響を及ぼすと予想される計画地内とする。 

 

≪現地調査内容≫ 

環境要素 調査項目 調査方法 調査頻度・時期等 

文化財 埋蔵文化財 既存文献等または聞き取りにより、文化
財の有無・特徴等を確認する方法 

１回 

 

(2) 予測の手法 

≪文化財に係る予測手法（工事による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等

工 事 に よ
る影響 

土地造成 
（切土・盛土） 

埋蔵文化財へ
の影響の程度

事 業 計 画 と の
重 ね 合 わ せ に
よ り 予 測 す る
方法 

調査地域に準
じる 

工 事 に よ る 影
響 が 最 大 と な
る時期 樹木の伐採 

廃材・残土等 
の発生・処理 

 

(3) 評価の手法 

ア 環境に対する影響緩和の観点 

文化財に係る環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、環境保全へ

の配慮が適正になされているか評価する。 
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2.15 廃棄物等 

(1) 予測の手法 

≪廃棄物等に係る予測手法（工事による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等

工 事 に よ

る影響 

廃材・残土等

の発生・処理 

廃棄物等の発

生量及びリサ

イクル等の状

況(伐採木、建

設廃棄物）注）

施工計画、環境

保全措置、類似

事 例 の 参 照 に

よ り 予 測 す る

方法 

計画地内 工事中 

注）本事業で既設の発電所用地の太陽光パネルを更新する場合には、更新に伴う太陽光パネルの発生量

及びリサイクル等の状況も含めて予測を行うものとする。 

 

≪廃棄物等に係る予測手法（存在・供用による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等

存 在 ・ 供

用 に よ る

影響 

太陽光パネル

等の交換・廃

棄 

廃棄物等（使

用済みの太陽

光パネル等）

の発生量及び

リユース等の

状況 

事業計画、環境

保全措置、類似

事 例 の 参 照 に

よ り 予 測 す る

方法 

計画地内 太 陽 光 パ ネ ル

等の交換・廃棄

時 

 

(2) 評価の手法 

ア 環境に対する影響緩和の観点 

廃棄物等に係る環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、環境保全

への配慮が適正になされているか評価する。 

 

イ 環境保全のための目標等との整合の観点 

廃棄物等に係る「長野県建設リサイクル推進指針」（平成14年５月）、「長野県廃棄

物処理計画（第４期）」（平成28年4月、長野県）を環境保全目標として、その目標と

の整合が図られているか否か評価する。 
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2.16 温室効果ガス等 

(1) 予測の手法 

≪温室効果ガス等に係る予測手法（工事による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等

工 事 に よ
る影響 

樹木の伐採 温室効果ガス
の排出量 

施 工 計 画 に 基
づ き 樹 木 の 伐
採 量 等 を 設 定
し、「温室効果
ガ ス 排 出 量 算
定・報告マニュ
アル」（環境省、
経済産業省）等
に よ り 予 測 す
る方法 

計画地内 樹木の伐採後 

 

≪温室効果ガス等に係る予測手法（存在・供用による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等

存 在 ・ 供
用 に よ る
影響 

工作物（太陽
光パネル等）
の存在 

温室効果ガス
の排出量 

事 業 計 画 等 に
基 づ き 太 陽 光
パ ネ ル に よ る
発電量、植栽樹
木 量 等 を 設 定
し、「温室効果
ガ ス 排 出 量 算
定・報告マニュ
アル」（環境省、
経済産業省）等
に よ り 予 測 す
る方法 

計画地内 施 設 の 稼 働 が
定 常 状 態 と な
る時期 

緑化 

 

(2) 評価の手法 

ア 環境に対する影響緩和の観点 

温室効果ガス等に係る環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、環

境保全への配慮が適正になされているか評価する。 

 

イ 環境保全のための目標等との整合の観点 

温室効果ガス等に係る「長野県環境エネルギー戦略」（平成25年２月、長野県）に掲

げられている削減目標を環境保全目標として、その目標との整合が図られているか否か評

価する。 
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2.17 その他の環境要素（電波障害） 

(1) 調査の手法 

現地調査地域は、計画地南側に位置する東地地区の集落とする。 

 

≪現地調査内容（電波障害）≫ 

影響要因の区分 環境要素の区分 調査項目 

存在・供用に 

よる影響 

電 圧 変 化 等 の 発

生 （ パ ワ ー コ ン

デ ィ シ ョ ナ 等 の

稼働） 

その他の環境要素 

・電波障害 

テレビ放送等の受信状況 

 

(2) 予測の手法 

≪その他の環境要素（電波障害）に係る予測手法（存在・供用による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等

存 在 ・ 供

用 に よ る

影響 

電圧変化等の

発生 

パ ワ ー コ ン

ディショナ等

の稼働による

テレビ放送等

の受信障害の

程度 

既 存 文 献 又 は

類 似 事 例 等 に

よ り 予 測 す る

方法 

計画地南側に

位置する東地

地区の集落内

の代表地点と

して計画地に

近い１地点（東

地 文 化 セ ン

ター） 

施 設 の 稼 働 が

定 常 状 態 と な

る時期 

 

(3) 評価の手法 

ア 環境に対する影響緩和の観点 

電波障害に係る環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、環境保全

への配慮が適正になされているか評価する。 
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2.18 その他の環境要素（光害） 

(1) 調査の手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪現地調査内容（反射光）≫ 

環境要素 調査項目 調査方法 調査頻度・時期等 

その他の環境要素 
・光害 

反射光 写真撮影による方法 反射光に係る現状が適切に把
握できる時期 

 

≪現地調査地点（反射光）の選定理由≫ 

調査項目 調査地点 地点名 選定理由 

反射光 
① 上信越自動車道（上り線）

太陽光パネルによる反射光は
上信越自動車道を走行する自
動車の運転者に影響を与える
可能性があるため、調査地点
として選定する 

② 上信越自動車道（下り線）

③ 
計画地内市道沿い 
（既存住居付近）注） 

計画地内の既存住居付近の反
射光の現状を把握するため、
調査地点として選定する。 

注）地点③は計画地内の既存住居付近の地点である。現在、計画地内に居住している方がいるが、太陽
光発電所の建設には既に賛同いただいている。居住を継続するかも含め、今後の対応について現在
対話しているところである。こうした状況を踏まえ、現時点では調査地点として選定する。 

 

(2) 予測の手法 

≪その他の環境要素（光害）に係る予測手法（存在・供用による影響）≫ 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等

存 在 ・ 供
用 に よ る
影響 

工作物（太陽
光パネル等）
の存在 

太陽光パネル
による反射光
の影響の程度

反 射 光 シ ミ ュ
レーション、類
似 事 例 等 に よ
り 予 測 す る 方
法 

調査地点に準
じる 

工事完了後 

 

(3) 評価の手法 

ア 環境に対する影響緩和の観点 

光害に係る環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、環境保全への

配慮が適正になされているか評価する。 

≪調査項目≫ 

反射光の状況 


